
  
第５次いるま男女共同参画プラン 
たがいの個性や多様性を認めあい、誰もが自分らしく輝く入間   

令和４年度～８年度 
（２０２２～２０２６年度） 

               
入 間 市 



       
  

入間市男女共同参画都市宣言 

 

 わたしたちは、あらゆる分野において女性も男性も一人ひとりが特性と能力

を十分発揮し、対等の立場で参画するとともに責任を分かち合う男女共生社会

の実現に向けて、ここに「男女共同参画都市」を宣言します。 

 

一、わたしたちは、男女が性別にとらわれず個人として尊重し合うことを大切

にし、共にかがやき、いきいきと暮らす「入間」をめざします。 

 

一、わたしたちは、男女がお互いに対等な立場で、政治・経済・社会・文化な

どのあらゆる活動に等しく参画する元気な「入間」をめざします。 

 

一、わたしたちは、男女が家事・育児・介護などを分かち合い、互いに支え合

う、思いやりあふれた「入間」をめざします。 

 

一、わたしたちは、男女が国際社会の一員として共に協力し、平和を愛する香

り豊かな緑の文化都市「入間」をめざします。 

 

平成 15年 11月 16日  埼玉県入間市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念（入間市男女共同参画推進条例第３条） 
１ 男女の人権の尊重 

   一人ひとりが互いを大切にし、男女の個人としての尊厳が重んじられること、

男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮

する機会が確保されることその他男女の人権が尊重されること。 

２ 多様な生き方の選択 

   性別による固定的な役割分担意識に基づく制度又は慣行を見直し、一人ひとり

が多様な生き方を選択できること。 

３ 意思決定の場での男女共同参画 

   男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動の方針の立案や

決定の場に共同して参画する機会が確保されること。 

４ 家庭生活と他の活動との両立 

   家族を構成する男女が、互いの協力と社会の支援の下に、家庭生活における活

動とその他の活動が両立できること。 

５ 国際的協調 

   国際社会における取組を十分理解して行われること。 



     
  

ごあいさつ  
～たがいの個性や多様性を認めあい、 
誰もが自分らしく輝く入間～実現のために  
高齢社会の進行や子どもの出生率の低迷により、社会の成長が停滞していくことが危惧さ

れるなか、本市が活力ある持続可能なまちづくりを進めていくためにも、性別や年齢にかか

わらず、あらゆる立場や年代の人が個性と能力を発揮して、地域、職場、学校、家庭等にお

いて主体的に活躍できる男女共同参画社会の実現が求められています。 
しかしながら、昭和の働き方とも言うべき男性中心型の労働慣行や「男は仕事、女は家庭」

に代表されるような固定的な性別役割分担意識が、いまだ社会や個人の意識に深く根付いて

いるのが現状です。加えて今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、これまで世の中

に潜在的にありながら表面化してこなかった男女共同参画やジェンダー平等の遅れを顕在

化させました。特に飲食・宿泊業等のサービス業が大きな打撃を受けたことなどから、女性

の雇用形態の５割を超える非正規雇用労働者を中心に女性の雇用情勢が急速に悪化し、ひと

り親家庭や女性の貧困問題が注目されるようになりました。また、テレワーク等で配偶者の

在宅時間が増えたことで精神・経済・身体的ＤＶが増加したり、女性の自殺者数が増加した

りするなど、深刻な課題も生じています。 
入間市では、社会情勢の変化や新たに顕在化した課題等を見据え、より一層の男女共同参

画社会の実現を図ることを目指し、個人や企業、地域社会の意識改革や環境整備を効果的に

進めていくために、本市が取り組むべき施策の方向・事業の実施計画を示した『第５次いる

ま男女共同参画プラン（令和４年度から令和８年度）』を策定いたしました。 
２０１５年９月に国連サミットで採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）において、

ＳＤＧｓ全体の「目的」として、また、全てのゴールを実現するための「手段」として、重

要なテーマとなっている「ジェンダー平等の実現」を踏まえ、新たなプランでは、多様な価

値観や生き方を認め、誰もが生きやすいまちの実現に向け「たがいの個性や多様性を認めあ

い、誰もが自分らしく輝く入間」をめざす姿に掲げています。 
結びに、本プランの策定にあたり、ご尽力いただきました入間市男女共同参画審議会委員

の皆様をはじめ、貴重なご意見をいただきました市民の皆様、関係者の皆様に、心よりお礼

を申し上げます。  
令和４年３月                        入間市長 杉 島 理 一 郎 



                                                                                                                         



     
第１章 プランの基本的な考え方            
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第２章 プランの内容            
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（２） 年齢三区分別人口の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

入間市の現在の状況                    
150,914 

(人) 

149,556 148,708 

146,785 

142,124 

（推計値） （実績値） 

資料：企画課 

資料：企画課 

入間市の総人口は年々減少を続けており、令和２２年（２０４０年）には現在の約１７％減

の 12万 2千人程度になると推計されています。 
年齢３区分別では、年々６５歳以上の高齢者が増加する一方で、生産年齢人口が減少

し、少子化･高齢化が進んでいます。 
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（３） 女性の労働力率  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の労働力率（１５歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の 

割合）は、学校卒業後の年代で上昇し、その後、結婚・出産期に当たる年代に一旦低下し

たのち、育児が落ち着いた時期に再び上昇するという「Ｍ字カーブ」を描くといわれてい

ます。 

入間市では、平成２２年度と平成２７年度の調査結果を比較すると、Ｍ字カーブがゆる

やかになってきており、M字の底が上昇しています。 

また、２５～４４歳の女性の労働力率・就業率の差についてみると、全国９．７ポイント、

埼玉県７．７ポイント、入間市は６．０ポイントとなっており、全国や埼玉県と比較して、入間

市は就業率が高いことが分かります。 
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（１）基本目標１に関する調査結果  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性優遇派（計） 女性優遇派（計）

男性の方が
とても優遇
されている

どちらかとい
えば、男性
の方が優遇
されている

平等

どちらかとい
えば、女性
の方が優遇
されている

女性の方が
とても優遇
されている

わからない 無回答

（％） （

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

（ｎ＝881）

法律や制度上で

社会通念や慣習など

政治の場で

職場で

学校教育の場で

地域活動の場で

家庭生活の場で

11.9

21.0

37.7

14.0

3.5

6.0

8.6

34.2

52.1

40.7

44.5

16.0

34.5

39.2

35.6

14.1

11.7

26.0

58.3

35.0

32.8

3.7

2.4

1.1

4.4

4.9

9.0

10.6

1.6

0.9

0.2

1.9

1.5

2.0

3.4

11.6

7.7

6.9

7.2

13.4

11.7

4.7

1.4

1.8

1.6

2.0

2.4

1.8

0.8

男 性 (393)

男性優遇派（計） 女性優遇派（計）

男性の方が
とても優遇
されている

どちらかとい
えば、男性
の方が優遇
されている

平等

どちらかとい
えば、女性
の方が優遇
されている

女性の方が
とても優遇
されている

わからない 無回答

（％） （

4.3 30.3 42.7 13.2

3.6

5.1

0.8

「男女共同参画社会に向けての市民意識調査」からみる入間市の現状 

（％） （

11.9 46.4 24.9 8.5

3.3

4.4

0.6

女 性 (481)

「男女の地位の平等感」について 

「男女の地位の平等感」について／家庭生活の場  性別 

・全体では、「男性優遇派（計）」は“政治の場で”が78.4％で最も高く、次いで“社会通念 

や慣習など”（73.1％）、“職場で”（58.5％）となっています。また、「平等」は、“学校教

育の場で”が（58.３％）と最も高くなっています。 

・「男女の地位の平等感」の７つの項目のうち、『男性優遇派（計）』における男女差が最も大 

きい項目は、“家庭生活の場で”、女性（58.3％）、男性（34.6％）となっています。 
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知っていた 初めて知った その他 無回答

ｎ （％）

全 体 (881)

【性 別】

男 性 (393)

女 性 (481) 79.0

82.4

80.6

17.0

13.7

15.4

1.0

0.3

0.7

2.9

3.6

3.3

肯定派（計） 否定派（計）

そのとおり
だと思う

どちらかといえば
そう思う

どちらかといえば
そう思わない

そうは思わない 無回答

ｎ （％）

全 体 (881)

【性 別】

男 性 (393)

女 性 (481)

1.9

5.1

3.4

21.8

26.0

23.5

26.6

22.6

24.6

49.7

46.1

47.8

0.3

0.7

性的マイノリティやＬＧＢＴという言葉の認知度 

「男は仕事、女は家庭」という考え方 

・性的マイノリティやＬＧＢＴという言葉を知っていたか聞いたところ、全体では、「知ってい 

た」が80.6％、「初めて知った」は15.4％となっています。性別による、大きな差はみられ 

ません。 

 

・全体では、「どちらかといえばそう思わない」（24.6％）と「そうは思わない」（47.8％）

を合わせた『否定派（計）』は72.4％となっています。 

 

・性別でみると、『肯定派（計）』は男性（31.1％）、女性（23.7％）、『否定派（計）』は男性

（68.7％）、女性（76.3％）となっています。 
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（２）基本目標２に関する調査結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家事や子育て、介護などの負担が大きいため、
女性が役職に就くのは難しい

男性優位の組織運営になっている

家庭、職場、地域での重要な役割を男性が務める
慣習になっている

女性の能力を社会的に過小評価する傾向がある

女性の参画が大切であることを意識している人が
少ない

女性側の積極性が十分でない

家族や周囲の理解や協力が得られない

子どもの頃から、女性にはリーダーとなる訓練の
機会が少ない

女性の活動を支援するネットワークが不足している

身近に模範となるロールモデルがいない

わからない

その他

無回答

48.6

47.8

44.9

24.6

16.1

16.0

10.0

8.4

7.7

7.3

3.3

2.2

1.7

43.0

45.3

46.1

23.9

17.6

18.6

8.4

10.2

8.9

7.1

3.3

3.1

2.0

53.4

49.9

44.3

25.4

14.6

13.9

11.2

6.9

6.7

7.3

3.3

1.5

1.2

0 10 20 30 40 50 60

全体（ｎ＝881）

男性（ｎ＝393）

女性（ｎ＝481）

（％）

政策方針を決定する場に占める女性の割合が低い理由 

・全体では、「家事や子育て、介護などの負担が大きいため、女性が役職に就くのは難しい」 

が 48.6％で最も高く、次いで「男性優位の組織運営になっている」（47.8％）、「家庭、職 

場、地域での重要な役割を男性が務める慣習になっている」（44.9％）、「女性の能力を社 

会的に過小評価する傾向がある」（24.6％）となっています。 

 

・性別では、「家事や子育て、介護などの負担が大きいため、女性が役職に就くのは難しい」 

は女性（53.4％）、男性（43.0％）、「男性優位の組織運営になっている」は男性（45.3％）、 

女性 （49.9％）となっています。 
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   【男性】 

 

 

 

 

 

 

  
【女性】 

 

 

 

 

 

  

仕事 家庭生活
地域・
個人の
生活

仕事と
家庭生活

仕事と地
域・個人
の生活

家庭生活
と地域・
個人の
生活

すべて
わから
ない

無回答

（％）

ア

イ

（ｎ＝481）

現在の状況
（優先しているもの）

希望
（優先したいと思うもの）

2.7

13.3

24.5

34.7

6.2

1.7

26.6

32.4

7.1

2.7

21.6

11.2

6.4

1.9

3.7

1.7

1.0

0.4

仕事 家庭生活
地域・
個人の
生活

仕事と
家庭生活

仕事と地
域・個人
の生活

家庭生活
と地域・
個人の
生活

すべて
わから
ない

無回答

（％）

ア

イ
希望
（優先したいと思うもの）

現在の状況
（優先しているもの）

（ｎ＝881）

20.2

2.8

26.8

23.3

2.4

5.6

31.7

27.8

4.2

7.7

10.4

21.7

2.2

6.8

1.6

3.3

0.6

1.0

仕事 家庭生活
地域・
個人の
生活

仕事と
家庭生活

仕事と地
域・個人
の生活

家庭生活
と地域・
個人の
生活

すべて
わから
ない

無回答

（％）

ア

イ

（ｎ＝393）

現在の状況
（優先しているもの）

希望
（優先したいと思うもの）

2.8

28.8

22.1

17.6

4.6

3.3

29.5

30.8

8.4

6.1

21.6

9.4

7.4

2.3

2.8

1.5

0.8

0.3

家庭生活と地域活動と仕事に関する現在の状況と希望 

・全体の「現在の状況」で優先しているものは、「仕事と家庭生活」が31.7％で最も高く、 

次いで「家庭生活」（26.8％）、「仕事」（20.2％）となっています。 

・全体の「希望」で優先したいと思うものは、「仕事と家庭生活」が27.8％で最も高く、次い 

で「家庭生活」（23.3%）、「家庭生活と地域・個人の生活」（21.7％）となっています。 

 

・性別による「現在の状況」で優先しているものは、「仕事」は男性（28.8％）、女性（13.3％）、 

「家庭生活」は男性（17.6％）、女性（34.7％）となっています。 

・性別による「希望」で優先したいと思うものは、大きな傾向の違いはみられません。 
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職場における男女の平等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   男性の方が優遇

されている
平等

女性の方が優遇
されている

あてはまらない 無回答

（％）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク
育児休業等の休暇の
取得しやすさ

福利厚生

教育・研修の機会や
内容

仕事の内容

（ｎ＝569）

能力評価

昇進や昇格

賃金

採用時の条件

1.1

3.2

12.5

24.6

26.9

39.2

27.4

23.0

34.4

77.5

66.6

51.8

55.4

41.7

57.6

58.0

41.8

3.9

1.4

9.1

1.6

1.4

0.9

5.6

16.9

10.7

14.4

9.7

11.2

12.7

8.8

8.6

5.8

4.7

5.1

4.7

4.9

5.1

5.3

4.7

・「男性の方が優遇されている」は“昇進や昇格”が39.2％で最も高く、次いで“賃金”

（27.4％）、“能力評価”（26.9％）となっています。  

 

・「女性の方が優遇されている」は“育児休業等の休暇の取得しやすさ”が41.8％で最も高 

く、次いで“仕事の内容”（9.1％）となっています。 

 

・「平等」は“福利厚生”が77.5％で最も高く、次いで“教育・研修の機会や内容”  

（66.6％）、となっています。  
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育児・介護休業等を取得しづらい理由について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場に取りやすい雰囲気がないから

男性が取ることについて社会全体の認識が十分に
ないから

取ると仕事上周囲の人に迷惑がかかるから

取ると経済的に困るから

仕事が忙しいから

周囲に取った男性がいないから

取ると人事評価や昇給などに悪い影響があるから

育児・介護に不安を感じるから

その他

無回答

52.5

52.2

45.4

23.5

19.7

19.5

19.3

3.1

2.2

0.2

44.2

45.4

55.0

23.3

23.8

20.4

16.3

4.6

4.2

0.0

58.3

56.8

39.0

23.5

17.0

19.0

21.4

2.1

0.9

0.3

0 10 20 30 40 50 60

全体（ｎ＝579）

男性（ｎ＝240）

女性（ｎ＝336）

（％）

・全体では「職場に取りやすい雰囲気がないから」が52.5％で最も高く、次いで「男性が取 

ることについて社会全体の認識が十分にないから」（52.2％）、「取ると仕事上周囲の人に 

迷惑がかかるから」（45.4％）、「取ると経済的に困るから」（23.5％）となっています。 

 

・性別では、「取ると仕事上周囲の人に迷惑がかかるから」は男性（55.0％）、女性

（39.0％）、「職場に取りやすい雰囲気がないから」は男性（44.2％）、女性（58.3％）、「男

性が取ることについて社会全体の認識が十分にないから」は男性（45.4％）、女性

（56.8％）となっています。 
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（３）基本目標３に関する調査結果  

 

 

配偶者からの暴力被害経験の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者からの暴力に関する相談の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談した 相談できなかった
相談しようとは
思わなかった

無回答

ｎ （％）

全 体 (225)

【性 別】

男 性 ( 53)

女 性 (169) 32.5

15.1

28.0

16.6

3.8

13.8

42.0

75.5

49.8

8.9

5.7

8.4

何度もあった １、２度あった まったくない 無回答

（％）

ア

イ

ウ

エ

オ

身体に対する暴行を受けた

（ｎ＝881）

必要な生活費を渡さないことなど経済的に
弱い立場に立たされた

人格を否定するような暴言や交友関係を細か
く監視するなど精神的な嫌がらせを受けた

いやがっているのに性的な行為を強要された

危害を加えられるのではと恐怖を感じた

2.7

5.2

1.8

2.8

1.9

4.5

12.4

6.7

9.4

9.2

79.3

69.2

78.0

74.5

76.2

13.4

13.2

13.5

13.3

12.7

・「何度もあった」のうち、“人格を否定するような暴言や交友関係を細かく監視するなど精

神的な嫌がらせを受けた”が 5.2％と最も高くなっています。 

 

・「１、２度あった」のうち、“人格を否定するような暴言や交友関係を細かく監視するなど精 

神的な嫌がらせを受けた”が 12.4％で最も高く、次いで“危害を加えられるのではと恐怖 

を感じた”（9.4％）、“身体に対する暴行を受けた”（9.2％）となっています。 

・全体では、「相談できなかった」（13.8％）、「相談しようとは思わなかった」（49.8％）と

なっています。 

 

・性別でみると、「相談しようとは思わなかった」は男性（75.5％）、女性（42.0％）となって 

います。 
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相談できなかった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相談するほどのことではないと思ったから

相談しても無駄だと思ったから

自分さえ我慢すれば何とかやっていけると
思ったから

自分に悪いところがあると思ったから

他人を巻き込みたくないから

誰（どこ）に相談したらよいかわからなかった
から

恥ずかしくて誰にも言えなかったから

思い出したくないから

世間体が悪いから

相談窓口の担当者の言動により、不快な
思いをすると思ったから

相談したことがわかると、もっとひどい暴力を
受けると思ったから

その他

44.8

37.1

36.4

21.7

18.2

16.8

16.8

14.0

9.8

5.6

4.9

7.7

59.5

28.6

28.6

28.6

21.4

11.9

9.5

11.9

7.1

2.4

7.1

0.0

38.4

40.4

39.4

19.2

17.2

19.2

20.2

15.2

10.1

7.1

4.0

11.1

0 10 20 30 40 50 60

全体（ｎ＝143）

男性（ｎ＝ 42）

女性（ｎ＝ 99）

（％）

・全体では、「相談するほどのことではないと思ったから」が44.8％で最も高く、次いで「相

談しても無駄だと思ったから」（37.1％）、「自分さえ我慢すれば何とかやっていけると思っ

たから」（36.4％）となっています。 

 

・性別でみると、「相談するほどのことではないと思ったから」は男性（59.5％）、女性 

（38.4％）、「相談しても無駄だと思ったから」は女性（40.4％）、男性（28.6％）、「自分さ 

え我慢すれば何とかやっていけると思ったから」は女性（39.4％）が男性（28.6％）となっ 

ています。 



41 
 

（４）基本目標４に関する調査結果  

 

 

男女共同参画に関する言葉の認知度 

                         
 

 

内容を知っている
聞いたことはあるが、
内容は知らない

知らない 無回答

（％）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

シ いるまイクボス共同宣言

入間市男女共同参画推進
センター

女と男の情報紙Ｂｅｇｉｎ
はじめよう！

第４次いるま男女共同
参画プラン

入間市男女共同参画推進
条例

入間市男女共同参画都市
宣言

ドメスティック・バイオレンス
（ＤＶ）

セクシュアル・ハラスメント

（ｎ＝881）

ワーク・ライフ・バランス
（仕事と生活の調和）

育児・介護休業法

男女雇用機会均等法

男女共同参画社会

4.3

6.7

5.1

2.0

4.0

6.4

85.0

85.7

36.7

52.0

59.1

30.6

17.0

24.2

14.8

20.5

30.6

33.3

9.1

8.9

33.9

37.2

28.9

42.2

75.4

65.5

76.7

74.0

61.9

57.1

2.3

1.7

25.1

7.3

8.1

23.0

3.3

3.6

3.4

3.4

3.5

3.3

3.6

3.7

4.3

3.5

3.9

4.1

・全体では、「内容を知っている」は“セクシュアル・ハラスメント”が85.7％で最も高く、次 

いで“ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）”（85.0％）、“男女雇用機会均等法”（59.1％）、 

“育児・介護休業法”（52.0％）となっています。 

 

・「聞いたことはあるが、内容は知らない」は“男女共同参画社会”が42.2％で最も高く、次 

いで“育児・介護休業法”（37.2％）、“ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）” 

（33.9％）、“入間市男女共同参画都市宣言”（33.3％）となっています。 

 

・「知らない」は“女
ひと

と男
ひと

の情報紙Ｂｅｇｉｎ
ビ ギ ン

はじめよう！”が76.7％で最も高く、次いで“いる 

まイクボス共同宣言”（75.4％）、“第４次いるま男女共同参画プラン”（74.0％）、“入間市 

男女共同参画推進センター”（65.5％）となっています。 

 



男女共同参画に関する国内外の動き 
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１．入間市の動き 

 

■男女共同参画への取組のはじまり 

 昭和 59(1984)年、社会教育課に婦人青少年係〔平成６(1994)年女性青少年係と改

める〕を設置し、従来、保健・福祉・教育・労働等の各分野において取組が行われていた女

性に係わる事業について総合的な調整や、女性への研修・講座を実施してきました。 

男女平等社会の実現に向けて、世界的・全国的に運動が展開される中で、入間市におい

ても女性をめぐる社会問題は、行政の中で総合的に取り組むべきであるという声が高ま

り平成４(1992)年７月、女性問題協議会が設置されました。 

 

■女性施策の指針となる基本計画「いるま男女共生プラン」の策定 

平成５(1993)年２月、女性の特性と能力が十分発揮されるよう総合的かつ効果的な

女性施策の指針となる基本計画の策定に向け「女性問題に関する行動計画について」の諮

問が市長より女性問題協議会に出されました。 

これを受けて女性問題協議会では、先進地の視察、市役所や市内企業における意識調

査等による調査研究をすすめ、平成７（1995）年２月「女性問題に関する行動計画につい

て」の答申書を提出しました。この答申を受けて、市民意識調査を実施し、市が行うべき施

策・事業を総合的に体系化し、２１世紀に向けて男女平等のまちづくりを進めるための基

本計画として「いるま男女共生プラン」を策定しました。 

 

■実態把握のため「男女共生社会に向けての市民意識調査」を実施 

平成９(1997)年４月からは、企画課女性政策担当で、計画の推進及び見直しなどの事

務を所掌し、男女共同参画関連施策を積極的に推進してきました。 

 平成 12（2000）年には「男女共生社会に向けての市民意識調査」を実施し、平成 14

（2002）年に、市民意識調査の結果と、国の男女共同参画基本計画などを踏まえ、「いる

ま男女共生プラン」の改訂を行いました。 

 

■「入間市男女共同参画都市宣言」と「入間市男女共同参画推進センター」の開館 

平成 15（2003）年には、「入間市男女共同参画都市宣言」記念事業の一環として、女性

による「模擬議会 入間市女性議会」を開催しました。この女性議会で宣言文を採択し、11

月 16日「入間市男女共同参画都市宣言」を発信しました。 

 平成16（2004）年４月には、「入間市男女共同参画推進センター」を開館し、男女共同参

画に関する情報提供や講座の開催、「女性のための悩みごと相談」事業や、センターのホー

ムページ開設を行い、男女共同参画への取組の充実を図りました。 

 

■男女共同参画社会の実現に向け「入間市男女共同参画推進条例」を制定 

 平成 22（2010）年 4月 1日には、「入間市男女共同参画推進条例」を制定し、市民、事

業者等と連携、協力し男女共同参画社会の実現に向けて取り組むことを定めました。また、

市が取り組む課題を把握するため、「男女共同参画社会に向けた市民意識調査」を実施し

ました。 
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■いるま男女共同参画プラン（第３次）の策定 

平成 24（2012）年４月、女性政策の所掌事務を市民部に移管し、自治文化課に男女共

同参画担当を設置しました。同年「第３次いるま男女共同参画プラン（以下「第３次プラ

ン」）」を制定し、ＤＶ防止等新たな課題への対応や数値目標を設定するなど、より実行性の

あるプランとして取り組みを実施しました。 

 

■いるま男女共同参画プラン（第４次）の策定 

「第３次プラン」の実施成果を踏まえ、また平成 27（2015）年「女性活躍推進法」の成立

等を受け、女性が活躍するための基盤づくりと社会情勢の変化に対応するため、平成２９

（２０１７）年、「第４次いるま男女共同参画プラン（以下「第４次プラン」）」を策定しました。

併せて、同年４月、男女共同参画推進センターは、組織改編により新設された市民生活部

人権推進課の所管となりました。 

「第４次プラン」では、少子高齢化や人口減少による生産年齢人口の減少、グローバル化

により生じた社会・経済の構造変化、格差や貧困の拡大などの課題に対応し持続可能な社

会を構築するためには、男女共同参画の推進が不可欠であるとして、ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進に積極的に取り組むほか、多様な性のあり方を理解し尊重するために、性的マ

イノリティに関する理解促進のための啓発・教育にも新たに取り組みました。 

 

■これまでの取組を踏まえ、新たなプランの策定へ 

「第４次プラン」に掲げた施策に基づき様々な事業に取り組み、令和２年６月に実施した

「男女共同参画社会に向けての市民意識調査」の結果では、「男は仕事、女は家庭」という

性別役割分担意識に否定的な市民が７割を超えるなど、男女共同参画の意識の進展が一

定数見られました。一方で男女の地位が社会通念などで平等と感じていない市民の割合

は８割にも及ぶことも同調査から明らかとなり、男女平等について一層の取り組みが必要

なことも改めて浮き彫りとなりました。 

こうしたことから、これまでの施策の成果、市民意識調査の結果及び男女共同参画審議

会の答申を踏まえて、令和４年「第５次いるま男女共同参画プラン」を策定しました。 

 男女共同参画社会の実現に向けて、関係機関と連携・協働し、計画的に施策を推進して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
入間市男女共同参画推進条例 

第５次いるま男女共同参画プラン 国・県・近隣市 

 

入間市男女共同参画推進体制 

連携・情報提供 

 連携・協働 

 

市は、市民や事業者と連携・協働し、入間市男女共同参画推進条例に基づき男女共同参

画社会の実現に向けた第５次いるま男女共同参画プランの取組を推進していきます。 

市民・事業者 

市  民 ・ 団  体 

事業者 ・ 地  域 

 

市 

男女共同参画審議会 

男女共同参画推進センター 

男女共同参画庁内推進会議 

各 課 
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２．世界の動き 

 

■「婦人の地位委員会」の設置 ～男女平等に向けて～ 

 国際連合は、昭和 21(1946)年「婦人の地位委員会」を設置し、女性の法的権利の整備、

女性の人権に関する国際的な基準の作成にとりかかりました。 

 

■国際婦人年から国連婦人の十年 ～世界的な行動の始まり～ 

 国際連合が 昭和 50(1975）年を「国際婦人年」と定め、初の世界女性会議である「国

際婦人年世界会議（第１回世界女性会議）」（メキシコシティ）を開催しました。そして、昭和

51(1976)年から昭和 60(1985)年の 10 年間を「国連婦人の十年」と位置づけ、世界

各国に対し男女平等に向けた積極的な取組を呼びかけました。 

 

■「女子差別撤廃条約」 ～あらゆる形態の差別の撤廃を～ 

 昭和 54(1979)年には、国連総会で「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す

る条約（女子差別撤廃条約）」（条文は 38 ページ）が採択されました。女子に対するあらゆ

る形態の差別を撤廃するために必要な措置（法律、規則、慣習、慣行の修正や廃止など）を

各国がとることを明記しています。翌年「国連婦人の十年 中間年世界会議（第２回世界女

性会議）」の際に行われた条約署名式において、わが国も署名しました。 

 

■婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略 ～「国連婦人の十年」の総括～ 

 昭和 60(1985)年に、ケニヤのナイロビで「国連婦人の十年 最終年世界会議（第３回

世界女性会議）」が開催され、「国連婦人の十年」の成果検討・評価が行われるとともに、西

暦 2000 年に向けて各国が積極的な取組をする上でのガイドラインとなる「婦人の地位

向上のためのナイロビ将来戦略」が採択されました。 

 

■「北京宣言」と「行動綱領」 ～２１世紀に向けての具体的行動～ 

 平成７(1995)年 北京で開催された、第４回世界女性会議では「ナイロビ将来戦略」の

見直しと評価が実施されました。そして、実質的な男女平等の推進とあらゆる分野への女

性の全面参加など38項目からなる「北京宣言」と、世界中の女性のエンパワーメント（*1）

に関するアジェンダ（予定表）としての「行動綱領」が採択され、12 の重大問題領域につい

て取組むべき戦略目標と行動が示されました。 

 

■女性２０００年会議 ～行動綱領の完全実施に向けて～ 

 平成 12(2000)年には、ニューヨークで国連特別総会「女性2000年会議：21世紀に

向けての男女平等・開発・平和」が開催され、「北京宣言及び行動綱領」の実施状況の検討・

評価が行われました。そして、目標達成の決意を表明する「政治宣言」と「北京宣言及び行

動綱領実施のための更なる行動とイニシアティブ（いわゆる成果文書）」が採択されまし

た。 

 

■北京＋１０ ～北京宣言の実施状況見直しと評価～ 

 北京会議から 10年目にあたる、平成 17(2005)年に、第 49回国連婦人の地位委員
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会（通称「北京＋10」）が、国連本部（ニューヨーク）で開催されました。 

「北京宣言及び行動綱領」と「女性2000年会議成果文書」の実施状況の評価・見直しを行

うとともに、更なる実施に向けた戦略や今後の課題を協議し、「宣言」及び 10 項目からな

る「決議」が採択されました。 

 

■女子差別撤廃条約実施状況第６回報告に対する最終見解 ～差別の無い社会へ～ 

 平成 20(2008)年、日本政府は「女子差別撤廃条約」の規定(*2)に基づいて、条約実

施状況に関する第６回政府報告を提出しました。同報告は、国連本部で開催された女子差

別撤廃委員会において審議されました。翌平成 21(2009)年に、わが国の報告に対して

同委員会から、婚姻適齢、離婚後の女性の再婚禁止期間等民法の改正や、女性に対する暴

力の問題に対する取組など、21 項目にわたる関心事項及び勧告が、最終報告として公表

されました。 

 

■北京＋１５ ～国連機能強化におけるジェンダー４機関の統合～ 

平成 22(2010)年、第 54回国連婦人の地位委員会（通称「北京＋15」）が国連本部で、

１５周年を迎える「北京宣言及び行動綱領」と第 23回国連特別総会「女性2000年会議」

成果文書の実施状況の評価を主要テーマに開催され、「国連機能強化におけるジェンダー

4 機関の統合」等の決議が採択されました。翌年、国連婦人開発基金（UNIFEM）、国際婦

人調査訓練研修所（INSTRAW）、ジェンダー問題事務総長特別顧問室（OSAGI）、女性の

地位向上部（DAW）の国連の４つの機関を統合したジェンダー平等と女性のエンパワーメ

ントのための国連機関「UN Women」が活動を開始しました。 

 

■自然災害とジェンダー(*3) ～防災等における女性の参画～ 

 平成 24(2012)年、第 56回国連婦人の地位委員会が、国連本部で開催されました。 

日本が提出した防災、災害救護、復旧復興の全ての段階における女性の参画や、女性のニ

ーズへの配慮を求めること等を内容とする「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエ

ンパワーメント」決議案が採択されました。 

 

■北京＋２０ ～男女共同参画及び女性のエンパワーメントの完全な実現に向けて～ 

平成 27(2015)年、第 59 回国連婦人の地位委員会（「北京＋20」）が国連本部で「北

京宣言及び行動綱領」と第23回国連特別総会「女性2000年会議」成果文書の実施状況

及び評価を主要テーマに開催され、「第４回世界女性会議２０周年における政治宣言」等が

採択されました。 

 

■ジェンダー平等とすべての女性と女児のエンパワーメントの実現のために   

平成 28(2016)年、第 60 回国連婦人の地位委員会が、国連本部（ニューヨーク）で開

催されました。「女性のエンパワーメントと持続可能な開発の関連性」の合意結論と「パレ

スチナ女性の状況及びその支援」 「紛争下における女性及び児童の人質解放」等の決議が

採択されました。 
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■仕事の世界における女性の経済的エンパワーメントの達成に向けて 

 平成 29（2017）年、第６１回国連女性の地位委員会（CSW）が、国連本部（ニ ューヨー

ク）で開催されました。その中で、教育・訓練・技能開発の強化、女性の経済的エンパワーメ

ントのための経済的・社会的政策の実施、増加している労働の非正規性や女性労働者の移

動性への対処などの合意結論、「パレスチナ女性の状況及びその支援」及び「職場における

セクシャル・ハラスメント（*4）解消決議」の決議が採択されました。 

 

■北京＋２５ ～北京宣言と行動綱領の完全な実現に向けて取り組み強化を～ 

令和２（2020）年、第６４回国連女性の地位委員会（CSW64）が、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大の影響により、大幅な日程の短縮及び規模を縮小して国連本部（ニュー

ヨーク）で開催されました。第 4 回世界女性会議で「北京宣言・行動綱領」が採択されてか

ら 25 周年（「北京＋25」）を迎える年であることから、「第 4 回世界女性会議から 25 周

年を迎えるに当たっての政治宣言」が採択されました。宣言では、北京行動綱領の実施が、

ジェンダー平等ならびに女性と少女のエンパワーメントの達成、持続可能な開発2030ア

ジェンダのために不可欠であることの強調などがされました。 

 

 (*1)女性のエンパワーメント 

   力(パワー)をつけること。女性が自分自身の生活と人生を決定する権利と能力をもち、さまざまな    

レベルの意思決定過程に参画し、社会的・経済的・政治的な状況を変えていく力をもつことを意味    

します。エンパワーメントの考え方は、1980 年代の半ばから発展途上国の女性運動の中で提起さ    

れ議論が深まり、1995 年の北京会議でキーワードとして用いられたことにより国際社会に浸透し    

てきました。 

 (*2)女子差別撤廃条約の第 18条では、締約国は条約の実施のためにとった措置や進歩の状況を、国連事

務総長に提出することを義務づけています。日本は平成 26(2014)年に第７回及び第８回報告を提

出しました。 

(*3)ジェンダー 

社会的・文化的に形成された性別。社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、

「女性像」があり、このような男性、女性の別をいいます。 

(*４)セクシャル・ハラスメント 

  表記について、他の本文中では、「セクシュアル・ハラスメント」を用いていますが、ここでは原文  

  をそのまま引用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

３．国の動き 

 

■婦人問題企画推進本部の設置と国内行動計画の策定 ～世界の動きと合わせて～ 

 わが国では、昭和 50(1975)年の「世界行動計画」を国内施策に取り入れるため、総理

府に内閣総理大臣を本部長とする「婦人問題企画推進本部」を設置し、昭和 52(1977)

年には「国内行動計画」を策定して、以後 10 年間の女性の地位向上のための目標を明ら

かにしました。 

 

■「女子差別撤廃条約」批准 ～国内法と制度の整備～ 

 昭和 55(1980)年に、「女子差別撤廃条約」に署名しました。その批准に際しては条 

約の主旨に沿った国内法や制度等の整備を行わなければならないため昭和 60(1985) 

年の「国籍法」の改正（国籍取得の際の父系血統主義から父母両系の血統主義へ）及び「男

女雇用機会均等法」の制定、家庭科授業の男女共修など、様々な取組を行いました。そし

て同年、条約を批准し 72番目の締結国になりました。 

 

■新国内行動計画の策定 ～男女共同参加型社会から参画型社会の形成を目指す～ 

 昭和 62(1987)年には、ナイロビ将来戦略を受けて、男女共同参加型社会の形成を目

指す「西暦 2000年に向けての新国内行動計画」を策定しました。 

 平成 3(1991)年には、「新国内行動計画」の第一次改定が行われ、「社会のあらゆる分

野へ男女が平等に共同して参画することが不可欠である」との考えから、「参加」を「参画」

に改め、男女共同参画型社会の形成を目指すこととしました。 

 

■男女共同参画推進本部の設置 ～国の推進体制の拡充～ 

 平成 6(1994)年、総理府に「男女共同参画室」を新設するとともに、「男女共同参画推

進本部(*4)」を設置し、さらには内閣総理大臣の諮問機関として「男女共同参画審議会」

を設け、国の推進体制を拡充・強化しました。 

 

■男女共同参画２０００年プラン ～北京会議の成果をふまえて～ 

 平成 8(1996)年には、「北京宣言及び行動綱領」と、男女共同参画審議会が答申した

「男女共同参画ビジョン」に基づいて、「男女共同参画2000年プラン」が策定されました。

その中で、「男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行等の見直し」や「女性に対する暴

力の根絶」等の新たな課題が示されました。 

 

■「男女共同参画社会基本法」制定 ～男女共同参画社会実現への責務～ 

 平成 11(1999)年、男女共同参画社会の実現に向けた取組を行う上での法的根拠とな

る「男女共同参画社会基本法」が制定されました。この法律は、男女共同参画社会の実現

が 21 世紀のわが国社会を決定する最重要課題と位置づけ、国・地方公共団体・国民の責

務と施策の基本的な事項を明らかにしています。 

また、平成 12(2000)年には、この基本法に基づき「男女共同参画基本計画」が策定さ

れました。 

国の推進体制は翌年の中央省庁再編に伴い、総理府「男女共同参画室」から内閣府「男



 

48 

 

女共同参画局」に組織機能が強化され「男女共同参画会議」が設置されました。 

 

■「配偶者暴力防止法」制定 ～パートナーからの暴力対策の具体化～ 

 平成 13(2001)年、女性に対するあらゆる暴力の根絶を目的とした「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）」が成立しました。この法律では、配

偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することを定めるとと

もに、「保護命令」が創設され、被害者が更なる暴力により生命身体に危害を受けるおそれ

があるときは、裁判所が加害者を引き離すための命令を発することができるようになりま

した。平成 16(2004)年の改正では、都道府県に基本計画の策定が義務付けられたほか、

配偶者からの暴力の定義が精神的暴力・性的暴力を含むものとして拡大され、保護命令制

度も拡充されました。 

 

■男女共同参画基本計画(第２次) ～長期的な施策の提示と法・制度の拡充～ 

 平成 17(2005)年には、「第２次男女共同参画基本計画」が策定され、基本的な考え方

として 12 の重点分野が掲げられ、それぞれについて平成 32(2020)年までを見通した

長期的な施策の方向性が示されました。 

 また、子育てや介護等によりいったん離職した女性の再就職・起業等を総合的に支援す

るための「女性の再チャレンジ支援プラン」を策定しました。これは、安心して子育てしなが

ら女性が再チャレンジできる社会の実現を目指すもので、2015 年に女性の労働力人口

を 25万人増(2005年比)とする目標が設定されました。 

 平成 18(2006)年には「男女雇用機会均等法」が改正されました。女性に対する差別の

禁止から、男女双方に対する差別の禁止など、性別による差別禁止の範囲を拡大、妊娠・

出産などを理由とする不利益扱いの禁止、これまで女性を対象としていたセクシュアル・

ハラスメントについて男性も含める対策を講じることなどが規定されました。 

 

■仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス） ～多様な生き方が選択できる社会～ 

 平成 19(2007)年、男女共同参画会議において「ワーク･ライフ･バランス(*5)推進の

基本的方向」が示されるとともに、関係閣僚・経済界・労働界・地方公共団体の代表により

構成される「ワーク･ライフ･バランス推進官民トップ会議」において「仕事と生活の調和（ワ

ーク･ライフ･バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され

ました。 

 憲章は、仕事と生活の調和の実現に向けての国民的な取組の大きな方向性を提示する

ものであり、行動指針は、憲章を受けて、企業や働く者、国民の効果的な取組、国や地方公

共団体の施策の方針を数値目標なども交えて具体的に示しています。 

 憲章及び行動指針に基づき、仕事と生活の調和を推進していくため、平成 20(2008)

年を「仕事と生活の調和元年」と位置づけました。 

 

■男女共同参画基本計画(第３次) 

 平成 22(2010)年、「第３次男女共同参画基本計画」が策定されました。 

この基本計画では、①女性の活躍による経済社会の活性化 ②男性、子どもにとっての男

女共同参画 ③様々な困難な状況に置かれている人々への対応 ④女性に対するあらゆ
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る暴力の根絶 ⑤地域における身近な男女共同参画の推進 の５つの視点を改めて強調

しています。 

 施策の基本的方向と具体的施策として、男女共同参画を推進する 15の重点分野を掲げ、

本計画を実効性のあるアクションプランとするために「成果目標」を示しています。 

 

■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）制定 

 この法律は、働く場面において女性が力を十分に発揮できているとはいえない現状と

急激な人口減少局面における将来の労働力不足の懸念や人材の多様性（ダイバーシティ）

の確保に対応するため、平成27年８月制定されました。国は、女性の職業生活における活

躍の推進に関する基本方針を策定し、地方公共団体（都道府県、市町村）は、基本方針等を

勘案して、当該区域内における女性の職業生活における活躍についての推進計画策定が

努力義務とされています。また、国や地方公共団体、民間事業主（労働者が300人以上）

は「事業主行動計画」の策定・公表を行います。 

 

■男女共同参画基本計画(第４次) 

平成27(2015)年、「第４次男女共同参画基本計画」が策定されました。この基本計画

では、①男性中心型労働慣行(*6) 等を変革 ②あらゆる分野における女性の参画拡大に

向けた女性採用・登用の推進、将来指導的地位へ成長していく人材の層を厚くする ③

様々な困難な状況に置かれている人々への支援と環境整備 ④東日本大震災の経験と教

訓を踏まえ、男女共同参画の視点からの防災・復興対策・ノウハウを施策に活用 ⑤女性に

対する暴力の根絶に向けた取組を強化 ⑥国際的な規範・基準の尊重に努めるとともに、

国際社会への積極的な貢献、我が国の存在感及び評価の向上 ⑦地域における推進体制

の強化 の７つの視点を改めて強調しています。 

 施策の基本的方向と具体的施策として、男女共同参画を推進する 1２の重点分野を掲げ、

本計画を実効性のあるアクションプランとするために「成果目標」を示しています。 

 

■政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の制定 

 この法律は、平成３０年５月２３日公布・施行され、男女の候補者の数ができる限り均等

となることを目指すために制定されました。日本の政治分野への女性の参画は、諸外国と

比べると大きく遅れており、議会の場に女性が少ない「過少代表」とも言える状況になっ

ています。政治分野における男女の共同参画を効果的かつ積極的に推進し、男女が共同し

て参画する民主政治の発展に寄与するために、衆議院、参議院及び地方議会の議員選挙

において、男女の候補者数ができる限り均等となることを目指すことなどの基本原則が

示されているほか、国・地方公共団体、政党等の責務を明記しています。 

 

■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）の一部改正 

 令和元年５月、行動計画の策定義務の対象拡大や情報公表の強化等を内容とする法改

正が行われ、一般事業主行動計画の策定義務の対象が、常時雇用する労働者が「301 人

以上」から「101人以上」の事業主に拡大されました（令和２年６月１日施行、対象企業拡大

については令和４年４月１日施行）。 
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■労働施策総合推進法の改正 ～ハラスメント防止対策の義務化～ 

昭和４１年に制定された労働施策総合推進法の基本理念は、労働者が生きがいを持ち

能力を最大限発揮することができる社会を実現することで、具体的には「労働環境の改善」

「多様な働き方を推進」を目的としています。2019 年に改正された労働施策総合推進法

の改正は、職場におけるパワハラ防止対策が義務付けられ、その中には、セクシュアル・ハ

ラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメントも含まれ

ます。大企業においては、令和２年６月１日から、中小企業については、令和４年４月１日か

ら義務化されました。 

 

■男女共同参画基本計画(第５次) 

 令和２年(20２０)年、「第５次男女共同参画基本計画」が策定されました。この基本計画

では、第４次の基本計画で実現できなかった課題と今後の社会経済構造の変化、さらには

新型コロナウイルス感染症の拡大で顕在化した女性を巡る諸課題などを踏まえ、施策の基

本的方向と具体的施策として、1１の重点分野を掲げています。その他、男女共同参画に馴

染みのない人への理解促進のために、分かりやすい文言や表現にするよう努め、データ等

を多数引用して充実を図ったこと、策定のプロセスで寄せられた多くの意見を可能な限り

反映するよう努め、若者から多く寄せられた「就活セクハラの防止」などを新たに盛り込ん

でいます。 

 

(*4)男女共同参画推進本部 

   「婦人問題企画推進本部」を拡大発展させたもので、内閣総理大臣を本部長、内閣官房長官を女性問 

   題担当大臣としての副本部長とし、全閣僚を本部員として組織されました。 

(*5)ワーク･ライフ･バランス 

ワーク(仕事）とライフ（仕事以外の生活）を調和させるという意味で、性別・年齢を問わず、誰も   

が自己の人生の各段階に応じて、仕事・家庭生活・地域生活・個人の自己啓発など様々な活動を、   

自らの希望するバランスで展開できる状態のことをいいます。1990 年代に欧米で使われはじめた   

概念です。 

(*6)男性中心型労働慣行  

勤続年数を重視しがちな年功的な処遇の下、長時間勤務や転勤が当然とされている男性中心の働き方

等を前提とする労働慣行。 
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４．埼玉県の動き  

 

■時代に応じた行動計画の策定 ～世界の潮流に合わせて～ 

 昭和 50(1975)年の「国際婦人年」に始まる国際的な動きと、国内婦人問題企画推進

本部の設置の動きを背景に、昭和 51(1976)年、女性行政を担当する県の組織として、

生活福祉部婦人児童課に婦人問題総合窓口を設置しました。 

 昭和 54(1979)年からは、時代に応じた行動計画の策定のために、第一次から第三次

まで行動計画(*7)を策定し、継続して推進しました。 

 

■「埼玉県男女共同参画推進条例」制定 ～全国に先駆けた条例制定～ 

 平成 12(2000）年には、全国に先駆けて、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進す

るために「埼玉県男女共同参画推進条例」を制定しました。 

そして、男女共同参画に関する苦情処理機関の設置や訴訟支援、男女共同参画推進事

業所の表彰など、実効ある施策を展開してきました。 

  

■埼玉県男女共同参画推進プラン 2010の策定 ～長期的視点に立ったプラン～ 

 平成 14(2002)年に、条例に基づく初の基本的な計画である「埼玉県男女共同参画推

進プラン 2010～あなたらしさを発揮して～」（計画期間：平成 14～22 年度）を策定し、

あらゆる分野に男女共同参画と人権尊重の視点を取り入れることを主眼として、具体的

な道筋を示しました。 

 また、県の施策を実施し、県民や市町村の取組を支援するための総合的な拠点として、

さいたま新都心に「埼玉県男女共同参画推進センター（With You さいたま）」を開設しま

した。 

  

■女性への具体的な支援 ～積極的な施策の実行～ 

 平成 16(2004)年から、「女性のチャレンジ支援事業」の実施が始まりました。With 

Youさいたまを拠点として、起業を目指す女性の支援講座、就職支援セミナーなどを開催

し、女性の新しい発想や多様な能力を活かせるよう、様々な分野への女性のチャレンジを

支援しています。 

 平成 17(2005)年に、「さいたま輝き荻野吟子賞」(*8)を創設し、男女共同参画の推進

に顕著な功績のあった個人や団体、事業所を表彰しています。 

 また、「埼玉県子育て応援行動計画」を策定し、総合的な子育て支援策を推進していま

す。 

 

■新たな課題への施策強化 ～関連計画の策定と推進プランの見直し～ 

 平成 18(2006)年には、「配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画」を策定

し、被害の発生防止から相談、一時保護、自立支援に至るまでの施策を推進することで、

暴力を許さない社会の実現に向けた取組を強化しました。 

 平成 19(2007)年に、「埼玉県男女共同参画推進プラン 2010」の見直しを行い、新た

な課題に対応するため重点事項の決定や推進指標の追加などをするとともに、名称を「埼

玉県男女共同参画推進プラン」に、終期を平成 23年度に変更しました。 
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■女性の活躍推進 ～女性活躍の環境整備～  

平成24(2012)年に、「埼玉県男女共同参画基本計画」（計画期間：平成24～28年度）

を策定し、「男女共同参画社会の実現－男女がともに個性と能力を発揮でき、人権が尊重

された埼玉－」をめざし、施策を総合的かつ計画的に推進してきました。「配偶者からの暴

力防止及び被害者支援基本計画（第３次）」を策定し、埼玉県男女共同参画推進センターに

配偶者暴力相談支援センターの機能を付加しました。 

また、産業労働部ウーマノミクス課を設置し、女性の力が原動力となって経済の好循環

を生み出す「埼玉版ウーマノミクスプロジェクト」を展開し、「働きやすい環境の整備」、「女

性の就業・起業支援」、「女性の活躍を応援する気運づくり」を柱に様々な取組を行ってい

ます。 

 

■新たな男女共同参画の視点からの対応 ～多様性に富んだ活力ある社会づくり～ 

 平成 29(2017)年に、これまでの成果を踏まえ、今後の人口減少、人口構造の変化、そ

して社会変化のスピードの加速などの新たな課題に男女共同参画の視点から対応するた

め「埼玉県男女共同参画基本計画（平成29～33年度）」を策定しました。女性活躍推進法

の推進基本計画としても位置付けられています。また、これまでの取組強化と市町村にお

ける支援の充実、県全体のＤＶ対策を推進するため「配偶者等からの暴力防止及び被害者

支援基本計画（第４次）」を策定しました。 

 

■新たな「埼玉県男女共同参画基本計画」の策定 

 令和３年度に、「埼玉県男女共同参画基本計画」（計画期間：平成29～令和3年度）の満

了にあたり、これまでの成果や課題を踏まえるとともに、県の人口がまもなく減少に転じ、

全国でも最も早いスピードで後期高齢者が増加するなど、社会情勢の変化が見込まれて

います。人口減少・少子高齢化などに対応し、活力ある持続可能な社会をつくるためにも、

男女共同参画の視点の重要性が益々高まっていることから、今後の目指す姿と取り組む

べき施策を明らかにする、新たな「埼玉県男女共同参画基本計画（令和４～８年度）」を策

定しました。 

 

(*7)第一次から第三次までの行動計画 

   ・第一次計画：婦人の地位向上に関する埼玉県計画（昭和 54～60年度） 

   ・第二次計画：男女平等社会確立のための埼玉県計画（昭和 61～平成 7年度） 

   ・第三次計画：2001彩の国男女共同参画プログラム（平成 7～13年度） 

(*8)荻野吟子 

   1851(嘉永 4)年―1913(大正 2)年。わが国における最初の女性医師。現在の埼玉県熊谷市に生ま

れました。明治初頭の日本では婦人科の医師が男性のみであったために、治療に苦心した自身の経験

から女医になることを志します。男尊女卑で女性に受験資格が無いという社会通念の中にあって、不

屈の精神で道を拓き産婦人科医師となりました。婦人の地位向上のための活動を行った女性活動家と

しても知られています。 

  この荻野吟子の不屈の精神を今に伝えるため、先駆的な活動などで、男女共同参画の推進に顕著な功

績のあった個人、団体、事業所を表彰するものです。 



 

男女共同参画に関する年表 ～国際婦人年以降の動き～  
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年 世界・国連 国 埼玉県 入間市 

昭和 50年 

(1975年) 

◇国際婦人年 

◇国際婦人年世界会議(第１

回世界女性会議：メキシコ

シティ)で「世界行動計画」

採択 

◇婦人問題企画推進本部発足 

◇総理府に婦人問題担当室設

置 

  

昭和 51年 

(1976年) 

◇1976 年から 1985 年ま

での 10 年間を「国連婦人

の十年」とする 

◇民法一部改正(離婚後の氏

の選択自由に) 

◇第 1 回日本婦人問題会議

(労働省) 

◇生活福祉部婦人児童課に婦

人問題担当副参事設置 

 

昭和 52年 

(1977年) 

 ◇「国内行動計画」策定 

◇国立婦人教育会館（嵐山町）

が開館 

◇企画財政部に婦人問題企画

室長設置 

◇婦人問題庁内連絡会議設置 

◇埼玉婦人問題会議発足 

 

昭和 54年 

(1979年) 

◇第 34 回国連総会で女子差

別撤廃条約採択 

 ◇県民部に婦人問題企画室長

設置 

 

昭和 55年 

(1980年) 

◇「国連婦人の十年」中間年

世界会議(第２回世界女性

会議：コペンハーゲン)開催 

◇民法一部改正（配偶者の法

定相続分1/3から1/2に） 

◇「婦人の地位向上に関する

埼玉県計画」策定 

◇県民部に婦人対策課設置 

◇婦人関係行政推進会議設置 

 

昭和 56年 

(1981年) 

◇ILO総会で ILO第 156 号

条約採択(男女労働者特に

家庭的責任を有する労働者

の機会均等及び均等待遇に

関する条約) 

   

昭和 59年 

(1984年) 

 ◇国籍法及び戸籍法一部改正

(子の国籍を父系血統主義

から父母両系主義へ) (施行

は昭和 61年) 

◇「婦人の地位向上に関する

埼玉県計画(修正版)」策定 

◇社会教育課に婦人青少年係

設置 

昭和 60年 

(1985年) 

◇「国連婦人の十年」最終年

世界会議(第３回世界女性

会議：ナイロビ)で「ナイロ

ビ将来戦略」採択 

◇NGOフォーラム開催 

◇女子差別撤廃条約批准 

◇男女雇用機会均等法成立 

 (施行は昭和 61年) 

◇労働基準法一部改正 

(施行は昭和 61年) 

◇「国連婦人の十年」最終年

世界会議・NGO フォーラ

ムに埼玉県婦人派遣団参加 

 

昭和 61年 

(1986年) 

  ◇「男女平等社会確立のため

の埼玉県計画」策定 

 

昭和 62年 

(1987年) 

 ◇「西暦 2000年に向けての

新国内行動計画」策定 

◇「婦人対策課」を「婦人行

政課」に名称変更 

 

平成元年 

(1989年) 

 ◇法例の一部を改正する法律

成立(婚姻、親子関係等につ

いての男性優先規定の改正

等) 

  

平成２年 

(1990年) 

◇「ナイロビ将来戦略に関す

る第1回見直しと評価に伴

う勧告及び結論」採択(国

連・経済社会理事会) 

◇ILO総会で ILO第 171 号

条約採択(夜業に関する条

約) 

 ◇「男女平等社会確立のため

の埼玉県計画(修正版)」策

定 

◇埼玉県県民活動総合センタ

ー(伊奈町)が開館 

 

平成３年 

(1991年) 

 ◇「西暦 2000年に向けての

新国内行動計画(第１次改

定)」策定 

◇育児休業法成立 

(施行は平成４年) 

◇「婦人行政課」を「女性政

策課」に名称変更 

 

平成４年 

(1992年) 

 ◇初の婦人問題担当大臣設置  ◇入間市女性問題協議会設置 

平成５年 

(1993年) 

◇国連世界人権会議(ウィー

ン)で「ウィーン宣言」採択 

◇国連総会で「女性に対する

暴力撤廃に関する宣言」採

択 

◇パートタイム労働法成立  ◇市長から入間市女性問題協

議会へ「女性問題に関する

行動計画について」諮問 

平成６年 

(1994年) 

◇ILO総会で ILO第 175 号

条約採択(パートタイム労

働に関する条約) 

◇国際人口・開発会議(カイ

ロ)開催 

◇男女共同参画推進本部発足 

◇男女共同参画審議会設置 

◇総理府に男女共同参画室設

置 

◇1994彩の国の女性発行 ◇「社会教育課婦人青少年係」

を「社会教育課女性青少年

係」に名称変更 

 

平成７年 

(1995年) 

◇第４回国連世界女性会議

(北京)で「北京宣言及び行

動綱領」採択 

◇社会開発サミット(コペン

ハーゲン)開催 

◇育児・介護休業法成立 

◇ILO第 156号条約批准 

(家族的責任条約) 

 

◇「2001彩の国男女共同参

画プログラム」策定 

◇入間市女性問題協議会から

市長へ「女性問題に関する

行動計画について」答申 

◇男女共生社会に向けての市

民意識調査実施 
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年 世界・国連 国 埼玉県 入間市 

平成８年 

(1996年) 

 ◇「男女共同参画 2000年プ

ラン」策定 

◇男女共同参画推進連携会議

(えがりてネットワーク)発

足 

◇世界女性みらい会議開催、

「埼玉宣言」採択 

 

平成９年

(1997年) 

 ◇労働基準法一部改正(女子

保護規定の廃止等) 

 (施行は平成 11年) 

◇男女雇用機会均等法一部改

正(セクハラについての事

業主配慮義務を規定等) 

 (一部を除き、施行は平成

11年) 

◇介護保険法成立 

 (施行は平成 12年) 

◇「県民部女性政策課」から

「環境生活部女性政策課」

に組織変更 

◇女性関係行政推進会議を男

女共同参画推進会議に改組 

◇埼玉県女性センター(仮称)

基本構想策定 

 

◇「共にかがやき いきいき

と  いるま男女共生プラ

ン」策定 

◇女性政策の所掌事務を社会

教育部社会教育課から企画

部企画課に移管。企画課に

女性政策担当設置 

◇いるま男女共生プラン推進

委員設置 

◇入間市女性政策推進スタッ

フ会議発足 

平成 10年 

(1998年) 

  ◇埼玉県女性センター(仮称)

基本計画策定 

◇入間市女性団体名簿登録開

始 

◇いるま女性団体ニュース創

刊 

◇入間市女性団体交流会開催 

◇4 市女性政策担当合同事業

検討会議開始 

平成 11年 

(1999年) 

 

◇「女子に対するあらゆる形

態の差別の撤廃に関する条

約選択議定書」採択    

◇「男女共同参画社会基本法」

公布、施行(*1)      

◇「男女雇用機会均等法」改

正 

◇「育児・介護休業法」改正 

◇女性問題協議会が「男女共

同参画推進条例(仮称)」を

答申 

◇男女共生社会に向けての入

間市職員意識調査実施 

平成 12年 

(2000年) 

 

◇国連特別総会「女性 2000

年会議」(*2) 

「政治宣言」、「成果文書」採

択 

◇「男女共同参画基本計画」

閣議決定 

◇「ストーカー行為等の規制

等に関する法律」施行 

◇「埼玉県男女共同参画推進

条例」制定、施行 (*3) 

◇男女共同参画に関する苦情

処理機関の設置 

◇訴訟支援の実施 

◇4市交流会開催 

◇女
ひと

と男
ひと

の情報紙創刊 

◇男女共生社会に向けての市

民意識調査実施 

 

平成 13年 

(2001年) 

 

 ◇男女共同参画会議、男女共

同参画局を設置 

◇「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関する

法律」施行 (*4) 

◇「環境生活部女性政策課」

から「総務部男女共同参画

課」に組織変更 

 

平成 14年 

(2002年) 

 

 ◇アフガニスタンの女性支援

に関する懇談会開催 

◇「育児・介護休業法」改正(仕

事と家庭の両立支援策の充

実) 

◇「埼玉県男女共同参画推進

プラン 2010」策定 

◇埼玉県男女共同参画推進セ

ンター(With You さいた

ま)開設 

◇「共にかがやき いきいきと 

いるま男女共生プラン」 改

訂 

平成 15年 

(2003年) 

◇女子差別撤廃委員会による

日本レポート審議(ニュー

ヨーク) 

◇「少子化社会対策基本法」

公布、施行 

◇女子差別撤廃条約実施状況

第 4回・5回報告審議 

◇「次世代育成支援対策推進

法」公布、施行(*5) 

◇「女性のチャレンジ支援策

の推進について」(男女共同

参画推進本部決定) 

◇「母子及び寡婦福祉法」等

の改正(母子家庭等の自立

促進) 

 ◇女性による「模擬議会入間

市女性議会」開催 

◇「入間市男女共同参画都市

宣言」 

◇入間市男女共同参画都市宣

言記念式典開催 

平成 16年 

(2004年) 

 

 ◇「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関する

法律」改正（配偶者からの

暴力定義の拡大）(*6) 

◇「女性国家公務員の採用・

登用の拡大等について」（男

女共同参画推進本部決定） 

◇「女性のチャレンジ支援事

業」開始(*7) 

◇「入間市男女共同参画推進

センター」開館 

◇女性のための悩みごと相談

開始 

平成 17年 

(2005年) 

 

◇第 49 回国連婦人の地位委

員会（「北京+10」世界閣僚

級会合）(*8) 

◇「男女共同参画基本計画(第

2次)」閣議決定 

◇「女性の再チャレンジ支援

プラン」策定 

◇「さいたま輝き荻野吟子賞」

創設 

◇「埼玉県子育て応援行動計

画」策定 
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年 世界・国連 国 埼玉県 入間市 

平成 18年 

(2006年) 

◇「東アジア男女共同参画担

当大臣会合」開催(東京) 

◇「男女雇用機会均等法」改

正(男性に対する差別禁止) 

◇東アジア男女共同参画担当

大臣会合開催 

◇「女性の再チャレンジ支援

プラン」改定 

◇「国の審議会等における女

性委員の登用の促進につい

て」(男女共同参画推進本部

決定) 

◇「配偶者等からの暴力防止

及び被害者支援基本計画」

策定 

 

◇入間市男女共同参画推進セ

ンター ホームページ開設 

◇市長から入間市女性問題協

議会へ「第 2次いるま男女

共生(男女共同参画)プラン

の基本方針について」諮問 

◇男女共同参画推進スタッフ

会議発足(女性政策推進ス

タッフ会議から名称変更) 

平成 19年 

(2007年) 

◇「第 2回東アジア男女共同

参画担当大臣会合」開催(イ

ンド) 

◇「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関する

法律」改正 

◇「短時間労働者の雇用管理

の改善等に関する法律」改

正 

◇「子どもと家族を応援する

日本」重点戦略取りまとめ 

◇「仕事と生活の調和(ﾜｰｸ･ﾗ

ｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ)憲章」及び「仕事

と生活の調和推進のための

行動指針」策定(＊9) 

◇「埼玉県男女共同参画推進

プラン 2010」見直し「埼

玉県男女共同参画推進プラ

ン」に名称変更 

◇入間市女性問題協議会から

市長へ「第 2次いるま男女

共生(男女共同参画)プラン

の基本方針について」答申 

◇[共にかがやき いきいきと 

第2次いるま男女共同参画

プラン」策定 

平成 20年 

(2008年) 

 ◇女子差別撤廃条約実施状況

第 6回報告提出 

◇「女性の参画加速ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」

(男女共同参画推進本部決

定) 

◇女性キャリアセンター開設 ◇入間市男女共同参画都市宣

言５周年記念事業実施 

平成 21年 

(2009年) 

◇「第 3回東アジア男女共同

参画担当大臣会合」開催(韓

国) 

◇女子差別撤廃委員会が第 6

回日本審査の総括所見発表 

◇「育児・介護休業法」改正

(*10) 

◇女子差別撤廃条約実施状況

第 6回報告審議 

◇男女共同参画シンボルマー

ク決定 

◇「配偶者等からの暴力防止

及び被害者支援基本計画

(第 2次)」策定 

◇入間間市市民活動センタ

ー・入間市男女共同参画推

進センター開館5周年記念

事業実施、愛称[イルミン]

決定 

平成 22年 

(2010年) 

◇第 54 回国連婦人の地位委

員会「北京＋15」記念会合

(ニューヨーク) 

◇「男女共同参画基本計画（第

3次）」閣議決定 

◇「仕事と生活の調和(ﾜｰｸ･ﾗ

ｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ)憲章」及び「仕事

と生活の調和推進のための

行動指針」改定 

◇APEC第15回女性リーダ

ーズネットワーク(WLN)

会合 

◇第8回男女共同参画担当者

ネットワーク(GFPN)会合 

◇女性キャリアセンターを男

女共同参画推進センターに

組織統合 

◇「入間市男女共同参画推進

条例」制定 

◇市長から入間市男女共同参

画審議会へ「第 3次いるま

男女共同参画プランの基本

方針について」諮問 

◇男女共同参画社会に向けて

の市民意識調査実施 

平成 23年 

(2011年) 

◇ジェンダー平等と女性のエ

ンパワーメントのための国

際機関(UN Women)発足 

  ◇市制施行 45 周年記念事業

「いるま男女共同参画フェ

スタ」開催 

平成 24年 

(2012年) 

 

◇第 56 回国連婦人の地位委

員会「自然災害におけるジ

ェンダー平等と女性のエン

パワーメント」決議案採択 

◇「改正育児・介護休業法」

の全部施行 

◇「「女性の活躍促進による経

済活性化」行動計画」策定 

◇「母子家庭の母及び父子家

庭の父の就業の支援に関す

る特別措置法」制定 

◇「平成 24 年度～28 年度

埼玉県男女共同参画基本計

画」策定 

◇「配偶者等からの暴力防止

及び被害者支援基本計画

(第 3次)」策定 

◇産業労働部ウーマノミクス

課設置 

◇女性キャリアセンターをウ

ーマノミクス課に組織変更 

◇埼玉県男女共同参画推進セ

ンター(With You さいた

ま)に配偶者暴力相談支援

センターの機能を付加 

◇入間市男女共同参画審議会

から市長へ「第 3次いるま

男女共同参画プランの基本

方針について」答申 

◇「女と男 共にかがやき 

いきいきと 第3次いるま

男女共同参画プラン」策定 

◇女性政策の所掌事務を企画

部企画課から市民部移管。

自治文化課に男女共同参画

担当設置 

 

平成 25年 

(2013年) 

 ◇若者・女性活躍推進フォー

ラムの開催、提言 

◇「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関す

る法律」改正(*11) 

◇「ストーカー行為等の規制

等に関する法律」改正 

◇「日本再興戦略」の中核に

「女性の活躍推進」が位置

づけられる 
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年 世界・国連 国 埼玉県 入間市 

平成 26年 

(2014年) 

 

◇第 58 回国連婦人の地位委

員会「自然災害におけるジ

ェンダー平等と女性のエン

パワーメント」決議案採択 

 (内容は第３回国連防災世

界会議等を見据え、強化、

補足したものになってい

る) 

◇「すべての女性が輝く社会

づくり本部」設置 

◇「日本再興戦略」改訂

2014に「女性が輝く社

会」の実現が掲げられる 

◇女性が輝く社会に向けた国

際シンポジウム(WAW！

Tokyo2014)開催 

 ◇入間市市民活動センター・

入間市男女共同参画推進セ

ンター開館１０周年記念事

業実施 

平成 27年 

(2015年) 

 

◇国連「北京＋20」記念会合

(第 59 回国連婦人の地位

委員会(ニューヨーク)) 

◇第３回国連防災世界会議

(仙台)「仙台防災枠組」採

択 

◇UN Women日本事務所開 

 設 

◇「持続可能な開発のための

2030アジェンダ(*13）」

(SDGs)採択(目標 5：ジェ

ンダー平等を達成し、すべ

ての女性及び女児の能力強

化を行う) 

◇「女性活躍加速のための重

点方針 2015」策定 

◇「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律」

制定(*12) 

◇「男女共同参画基本計画(第

4次)」閣議決定 

 ◇市長から入間市男女共同参

画審議会へ「第４次いるま

男女共同参画プランの基本

方針について」諮問 

◇男女共同参画社会に向けて

の入間市職員意識調査実施 

◇男女共同参画社会に向けて

の市民意識調査実施 

平成 28年 

(2016年) 

 

◇第 60 回国連婦人の地位委

員会(ニューヨーク) 

 

◇女性差別撤廃条約実施状況

第7回及び第8回報告審議 

◇「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律」

完全施行 

◇「女性活躍加速のための重

点方針 2016」策定 

◇「女性の活躍推進のため開

発戦略」策定 

 

 

◇市制施行 50 周年記念事業

「男女共同参画セミナー

(公開講演会)・人権啓発講

演会」開催 

平成 29年 

(2017年) 

◇第 61 回国連女性の地位委

員会で「職場におけるセク

シュアル・ハラスメント解

消決議」採択 

 

 ◇「埼玉県男女共同参画基本

計画(平成 29～33年度)」

策定 

◇「配偶者等からの暴力防止

及び被害者支援基本計画

(平成 29～33年度)」策定 

◇入間市男女共同参画審議会

から市長へ「第４次いるま

男女共同参画プランの基本

方針について」答申 

◇「第 4次いるま男女共同参

画プラン」策定 

平成 30年 

(2018年) 

 ◇「政治分野における男女共

同参画の推進に関する法

律」公布・施行 

 ◇性的マイノリティのための

悩みごと相談開始 

令和元年 

(2019年) 

 ◇「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律」

改正 

◇「労働施策総合推進法」改

正 

  

令和 2年 

(2020年) 

◇第 64 回国連女性の地位委

員会「北京＋25」で「第４

回世界女性会議 25周年に

おける政治宣言」採択 

 

◇「男女共同参画基本計画(第

5次)」閣議決定 

 ◇市長から入間市男女共同参

画審議会へ「第５次いるま

男女共同参画プランの基本

方針について」諮問 

◇男女共同参画社会に向けて

の市民意識調査実施 

令和 3年 

(2021年) 

   ◇女性の悩みごと相談（面接）

のオンライン相談を開始 

◇入間市パートナーシップ・

ファミリーシップ宣誓制度

開始 

令和４年 

(202２年) 

  ◇「埼玉県男女共同参画基本

計画(令和４～８年度)」策

定 

 

◇入間市男女共同参画審議会

から市長へ「第５次いるま

男女共同参画プランの基本

方針について」答申 

◇「第５次いるま男女共同参

画プラン」策定 

 

*1…男女共同参画社会基本法：男女共同参画社会の実現に向けた取組みを行う上での法的根拠となる法律。男女共同参画社会実現を 21世紀の我

が国社会を決定づける最重要課題とし、国・地方公共団体及び国民の責務と施策の基本となる事項等について 明らかにしました。 

*2…国連特別総会「女性 2000年会議」：ニューヨークで国連特別総会「女性 2000年会議：21世紀に向けての男女平等・開発・平和」が開催され

ました。北京会議（1995年）で採択された行動綱領の各国実施状況の検証と、今後各国政府のとるべき行動目標が「政治宣言」と「北京宣

言及び行動綱領実施のための更なる行動とイニシアティブ（成果文書）」として採択されました。 

★北京宣言：1995年「第 4回世界女性会議」で 21世紀に向けての女性の地位向上の指針となる、12の重大問題領域を定めています。 

*3…埼玉県男女共同参画推進条例：県民や地域社会の視点に立ち、地域の実情を十分踏まえ、県民意識を最大限に発揮した上で、全国に先駆け
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て制定されました。 

*4…配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律：夫・パートナーからの暴力対策を具体化した法律。「保護命令」が創設され、被害

者が暴力により生命身体に危害を受けるおそれがあるときは裁判所が加害者を引き離すための命令を発することができるようになりました。 

*5…次世代育成支援対策推進法：次代の社会を担う子どもが、健やかに生まれ育成される環境の整備を、国、県、市町村、事業者、地域が一体

となって行う「次世代育成支援対策」が進められています。 

*6…配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(改正)：都道府県に基本計画の策定を義務づけたほか、配偶者からの暴力の定義が、

精神的暴力・性的暴力を含むものとして拡大されるとともに、保護命令制度が拡充されました。 

*7…女性のチャレンジ支援事業：この事業は、男女、とりわけ女性が個性と能力を十分に発揮しえない現状を踏まえ、女性の新しい発想や多様

な能力を活かせるよう、様々な分野への女性のチャレンジを支援するものです。男女共同参画推進センター（With Youさいたま）を拠点と

して、関係機関・団体からなるチャレンジ支援ネットワークを設置し、起業を目指す女性の支援講座、就職セミナー、NPOなどの企画提案に

よるチャレンジ支援講座の 開催などを行っています。 

*8…第 49 回国連婦人の地位委員会（「北京+10」世界閣僚級会合）：「北京宣言及び行動綱領」及び「女性 2000 年会議成果文書」の実施状況の評

価・見直しと、今後の課題について協議し、「宣言」及び 10項目からなる「決議」が採択されました。 

*9…仕事と生活の調和(ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針：憲章では、仕事と生活の調和が実現した社会の姿

を「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、

中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」と定義しています。行動指針では、企業や働く者の効果的

な取り組み及び国や地方公共団体の施策の方針を示しています。 

*10…育児・介護休業法(改正)：3 歳までの子を養育する労働者について短時間勤務制度(1日 6時間）を設けることを事業主の義務とすること、

介護のための短期休暇制度を創設すること、父母がともに育児休業を取得する場合、1歳までの間に 1年間育児休業を取得可能とすること

などが定められました。 

*11…配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律：改正により、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者につい

ても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされることとなります。また、法律名が「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律」に改められました。 

*12…女性の職業生活における活躍の推進に関する法律：この法律の成立により、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その

個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職

業選択に資する情報の公表が事業主（国や地方公共団体、民間企業等※）に義務付けられました。※常時雇用する労働者が 300人以下の民

間企業等にあっては努力義務 

*13…持続可能な開発のための 2030アジェンダ（2030アジェンダ）：2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015年 9

月の国連サミットで採択された 2016年から 2030年までの国際目標です。貧困を撲滅し、持続可能な世界を実現するために、17のゴール・

169のターゲットからなる「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals: SDGs）を掲げています。  
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58  

関連法令 解説 
日本国憲法 わが国における現行の憲法で、昭和 21年 11月 3日公布、

昭和22年5月3日施行されました。前文および11章103

条からなり、 国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基調

として、象徴天皇制、戦争の放棄、三権分立、国権の最高機

関としての国会、地方自治の保障などを規定しています。 

女子に対するあらゆる形態の

差別の撤廃に関する条約 
通称「女子差別撤廃条約」といいます。昭和５４年第３４回国

連総会で１３０か国の賛成を得て採択され、わが国は昭和 

５５年に署名、昭和６０年に批准しました。女子に対するあら

ゆる形態の差別を撤廃するために必要な措置（法律、規則、

慣習、慣行の修正や廃止など）を各国が講じることを明記し

ています。 

男女共同参画社会基本法 男女共同参画社会の実現に向けた取組を行う上での法的根

拠として制定された法律です。５つの基本理念と、国・地方公

共団体・国民の責務と施策の基本的な事項を規定していま

す。 

埼玉県男女共同参画推進条例 県における男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的に制定された条例です。基本理念にのっとり、県、

事業者、県民の責務を明らかにしています。 

同条例に基づき、男女共同参画に関する苦情処理機関の設

置や訴訟支援などの施策を展開しています。 

配偶者からの暴力防止及び被

害者の保護等に関する法律 
通称「DV 防止法」といいます。女性に対するあらゆる暴力の

根絶を目的に、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、

自立支援等の体制を整備することを定めるとともに、「保護

命令」が創設され、裁判所が加害者を引き離すための命令を

発することができるようになりました。また、平成 16年の改

正では、都道府県に基本計画の策定が義務付けられたほか、

配偶者からの暴力の定義が精神的暴力・性的暴力を含むも

のとして拡大され、保護命令制度も拡充されました。 

雇用の分野における男女の均

等な機会及び待遇の確保等に

関する法律 
通称「男女雇用機会均等法」といいます。昭和６１年に施行さ

れ、雇用の分野での男女の平等を図るとともに、女性労働者

の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の

措置を推進することを目的としています。平成９年６月に女

性に対する募集、採用、配置などの差別禁止規定や、セクシ

ュアル・ハラスメントの防止などの雇用管理上の規定を新設

するなどの改正が行われました。 
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関連法令 解説 

女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律 
通称「女性活躍推進法」といいます。働く場面において女性

が力を十分に発揮できているとはいえない現状と急激な人

口減少における将来の労働力不足の懸念や人材の多様性の

確保に対応するため制定されました。国は、女性の職業生活

における活躍の推進に関する基本方針を策定し、地方公共

団体（都道府県、市町村）は、基本方針等を勘案して、当該区

域内における女性の職業生活における活躍についての推進

計画策定が義務とされています。 

入間市男女共同参画推進条例 あらゆる分野で女性も男性も一人ひとりが特性と能力を十分発揮し、対等の立場で参画するとともに責任を分かち合う

男女共同参画社会の実現に向けて取り組むために、５つの基

本理念を掲げています。また、市、市民、事業者それぞれの責

務を明らかにするとともに、３者が協力・連携して取り組み

を進めていくことを明記しています。 

入間市男女共同参画推進セン

ター条例 男女共同参画社会の形成に向けた施策を推進するため拠点

施設として、男女共同参画推進センターを設置することを定

めた条例です。センターの６つの機能と体制について明記し

ています。   



関連法令原文 
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日本国憲法（抄） 
昭和 21年 11月３日公布 

昭和 22年５月３日施行 

（基本的人権の享有と本質） 

第 11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられ

ない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ

とのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に

与へられる。 

（個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重） 

第 13 条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、

自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共

の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大

の尊重を必要とする。 

（法の下の平等） 

第 14条 すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、

信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済

的又は社会的関係において、差別されない。 

 〔２、３項略〕 

（家庭生活における個人の尊厳と両性の平等） 

第 24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦

が平等の権利を有することを基本として、相互の協力に

より、維持されなければならない。 

２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並び

に婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律

は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定さ

れなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃
に関する条約 

1979年（昭和 54年）国際連合採択 

1981年（昭和 56年）発効 

1985年（昭和 60年）日本国批准 

 この条約の締約国は、 

国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに

男女の権利の平等に関する信念を改めて確認しているこ

とに留意し、 

 世界人権宣言が、差別は容認することができないもので

あるとの原則を確認していること、並びにすべての人間は

生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利につ

いて平等であること並びにすべての人は性による差別そ

の他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権

利及び自由を享有することができることを宣明している

ことに留意し、 

人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会

的、文化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に

平等の権利を確保する義務を負っていることに留意し、 

国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男

女の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、 

更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平

等を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、 

しかしながら、これらの種々の文章にもかかわらず女子

に対する差別が依然として広範に存在していることを憂

慮し、 

女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳

の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条

件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加

する上で障害となるものであり、社会及び家族の繁栄の増

進を阻害するものであり、また、女子の潜在能力を自国及

び人類に役立てるために完全に開発することを一層困難

にするものであることを想起し、 

窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用

のための訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受

する機会が最も少ないことを憂慮し、 

衝平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男

女の平等の促進に大きく貢献することを確信し、 

アパルトへイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、

植民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支

配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不

可欠であることを強調し、   

国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、全て

の国（社会体制及び経済体制のいかんを問わない。）の間

で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特

に厳重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達

成し、諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を

確認し、外国の支配の下、植民地支配の下又は外国の占領

の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実

現し並びに国の主権及び領土保全を尊重することが、社会

の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の

達成に貢献することを確認し、 

国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あ

らゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限参

加することを必要としていることを確信し、 

家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認め

られていなかった女子の大きな貢献、母性の社会的重要性

並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、ま
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た、出産における女子の役割が差別の根拠となるべきでは

なく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うこ

とが必要であることを認識し、 

社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割

とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要

であることを認識し、 

女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられてい

る諸原則を実施すること及びこのために女子に対するあ

らゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置をとるこ

とを決意して、 

次のとおり協定した。 

   第１部 

第１条 

 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基

づく区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会

的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女

子（婚姻をしているかいないかを問わない。）が男女の平

等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は

行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有す

るものをいう。 
第２条 

 締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、

女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段

により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこの

ため次のことを約束する。 

 （a） 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な

法令に組み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、

男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当

な手段により確保すること。 

（b） 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法

その他の措置（適当な場合には制裁を含む。）をとる

こと。 

（c） 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎と

して確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の

公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女

子を効果的に保護することを確保すること。 

（d） 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も

差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従っ

て行動することを確保すること 

 （e） 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤

廃するためのすべての適当な措置をとること。 

 （f） 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習

及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当

な措置（立法を含む。）をとること。 

 （g） 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規

定を廃止すること。 

第３条 

 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済

的及び文化的分野において、女子に対して男子との平等を

基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有するこ

とを保障することを目的として、女子の完全な能力開発及

び向上を確保するためのすべての適当な措置（立法を含

む。）をとる。 

第４条 

１ 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的

とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義

する差別と解してはならない。ただし、その結果として

いかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維

持し続けることとなってはならず、これらの措置は、機

会及び待遇の平等の目的が達成されたときに廃止され

なければならない。 

２ 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置

（この条約に規定する措置を含む。）をとることは、差

別と解してはならない。 

第５条 

 締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置を執る。 

（a） 両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は

男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その

他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的

及び文化的な行動様式を修正すること。 

（b） 家庭についての教育に、社会的機能としての母性

について適正な理解並びに子の養育及び教育におけ

る男女の共同責任についての認識を含めることを確

保すること。あらゆる場合において、子の利益は最初

に考慮するものとする。 

第６条 

 締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春か

らの搾取を禁止するためのすべての適当な措置（立法を含

む。）をとる。 

   第２部 

第７条 

 締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に対

する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるも

のとし、特に、女子に対して男子と平等の条件で次の権利

を確保する。 

（a） あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利

並びにすべての公選による機関に選挙される資格を

有する権利 

（b） 政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに

政府のすべての段階において公職に就き及びすべて

の公務を遂行する権利 

（c） 自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機

関及び非政府団体に参加する権利 

第８条 

 締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関

の活動に参加する機会を、女子に対して男子と平等の

条件でかついかなる差別もなく確保するためのすべて

の適当な措置をとる。 

第９条 

１ 締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に

対して男子と平等の権利を与える。締約国は、特に、外

国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が、自動的に

妻の国籍を変更し、妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻に

強制することとならないことを確保する。 

２ 締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等

の権利を与える。 

    第３部 

第 10条 

 締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平

等の権利を確保することを目的として、特に、男女の平等

を基礎として次のことを確保することを目的として、女子

に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をと

る。 

（a） 農村及び都市のあらゆる種類の教育施設におけ

る職業指導、修学の機会及び資格証書の取得のため

の同一の条件。このような平等は、就学前教育、普
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通教育、技術教育、専「月教育及び高等技術教育並

びにあらゆる種類の職業訓練において確保されなけ

ればならない。 

（b） 同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資

格を有する教育職員並びに同一の質の学校施設及び

設備を享受する機会 

（c） すべての段階及びあらゆる形態の教育における

男女の役割についての定型化された概念の撤廃を、

この目的の達成を助長する男女共学その他の種類の

教育を奨励する事により、また、特に、教材用図書

及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調整

することにより行うこと。 

（d） 奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会 

（e） 継続教育計画く成人向けの及び実用的な識字計

画を含む。）特に、男女間に存在する教育上の格差を

出来る限り早期に減少させることを目的とした継続

教育計画を利用する同一の機会 

（f） 女子の中途退学率を減少させること及び早期に退

学した女子のための計画を策定すること。 

（g） スポーツ及び体育に積極的に参加する同一の機 

 会 

（h） 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育

的情報（家族計画に関する情報及び助言を含む。）を

享受する機会 

第 11条 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に

次の権利を確保することを目的として、雇用の分野にお

ける女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当

な措置をとる。 

（a） すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権

利 

（b） 同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の

適用を含む。）についての権利 

（c） 職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障並

びに労働に係わるすべての給付及び条件についての

権利並びに職業訓練及び再訓練（見習、上級職業訓練

及び継続的訓練を含む。）を受ける権利 

（d） 同一価値の労働についての同一報酬（手当を含

む。）及び同一待遇についての権利並びに労働の質の

評価に関する取扱いの平等についての権利 

（e） 社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、老齢

その他の労働不能の場合における社会保障）について

の権利及び有給休暇についての権利 

 （f） 作業条件に係わる健康の保護及び安全（生殖機能

の保護を含む。）についての権利 

２ 締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差

別を防止し、かつ、女子に対して実効的な労働の権利を

確保するため、つぎのことを目的とする適当な措置をと

る。 

（a） 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をし

ているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課し

て禁止すること。 

（b） 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、

従前の雇用関係、先任及び社会保障上の利益の喪失を

伴わない母性休暇を導入すること。 

（c） 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への

参加とを両立させることを可能とするために必要な

補助的な社会的サービスの提供を、特に保育施設網の

設置及び充実を促進することにより奨励すること。 

（d） 妊娠中の女子に有害であることが証明されている

種類の作業においては、当該女子に対して特別の保護

を与えること。 

３ この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上

及び技術上の知識に基づき定期的に検討するものとし、

必要に応じて、修正し、廃止し、又はその適用を拡大

する。 

第 12条 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として保健サービス（家

族計画に関連するものを含む。）を享受する機会を確保

することを目的として、保健の分野における女子に対

する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 

２ １の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊

娠、分べん及び産後の期間中の適当なサービス（必要

な場合には無料にする。）並びに妊娠及び授乳の期間中

の適当な栄養を確保する。     

第 13条 

締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次

の権利を確保することを目的として、他の経済的及び社会

的活動の分野における女子に対する差別を撤廃するため

のすべての適当な措置をとる。 

（a）家族給付についての権利 

（b）銀行貸し付け、抵当その他の形態の金融上の信用

についての権利 

（c） レクリエーション、スポーツ及びあらゆる側面

における文化的活動に参加する権利  

第 14条 

１ 締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び家族

の経済的生存のために果たしている重要な役割（貨幣化

されていない経済の部門における労働を含む。）を考慮

に入れるものとし、農村の女子に対するこの条約の適用

を確保するためのすべての適当な措置をとる。 

２ 締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が農村

の開発に参加すること及びその開発から生ずる利益を

受けることを確保することを目的として、農村の女子に

対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をと

るものとし、特に、これらの女子に対して次の権利を確

保する。 

（a） すべての段階における開発計画の作成及び実施に

参加する権利 

（b） 適当な保健サービス（家族計画に関する情報、カ

ウンセリング及びサービスを含む。）を享受する権利 

（c） 社会保障制度から直接に利益を享受する権利 

（d） 技術的な能力を高めるために、あらゆる種類（正

規であるか無いかを問わない。）の訓練及び教育（実

用的な識字に関するものを含む。）並びに、特に、す

べての地域サービス及び普及サービスからの利益を

享受する権利 

（e） 経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通

じて得るために、自助的集団及び協同組合を組織する

権利 

（f） あらゆる地域活動に参加する権利 

（g） 農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術

を利用する権利並びに土地及び農地の改革並びに入

植計画において平等な待遇を享受する権利 

（h） 適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力及び水

の供給、運輸並びに通信に関する条件）を享受する権
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利 

    第４部 

第 15条 

１ 締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を認

める。 

２ 締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の法

的能力を与えるものとし、また、この能力を行使する同

一の機会を与える。 

特に、締約国は、契約を締結し及び財産を管理するこ

とにつき女子に対して男子と平等の権利を与えるもの

とし、裁判所における手続きのすべての段階において女

子を男子と平等に取り扱う。 

３ 締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効果

を有するすべての契約及び他のすべての私的文章（種類

のいかんを問わない。）を無効とすることに同意する。 

４ 締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の自

由に関する法律において男女に同一の権利を与える。 

第 16条 

１ 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項につ

いて女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当

な措置をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として

次のことを確保する。 

（a） 婚姻をする同一の権利 

（b） 自由に酉己偶者を選択し及び自由かつ完全な合意

のみにより婚姻をする同一の権利 

（c） 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任 

（d） 子に関する事項についての親（婚姻をしているか

いないかを問わない。）としての同一の権利及び責任。

あらゆる場合において、子の利益は至上である。 

（e） 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任を持って

決定する同一の権利並びにこれらの権利の行使を可

能にする情報、教育及び手段を享受する同一の権利 

（f） 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類

する制度が存在する場合にはその制度に係わる同一

の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は

至上である。 

（g） 夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択

する権利を含む。） 

（h） 無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有

し、取得し、運用し、管理し、利用し及び処分するこ

とに関する配偶者双方の同一の権利 

２ 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、

また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登

録を義務付けるためのすべての必要な措置（立法を含

む。）がとられなければならない。 

    第５部 

第 17条 

１ この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、

女子に対する差別の撤廃に関する委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。委員会は、この条約の効力発生

の時は 18人の、35番目の締約国による批准又は加入

の後は 23人の徳望が高く、かつ、この条約が対象とす

る分野において十分な能力を有する専門家で構成する。

委員は、締約国の国民の中から締約国により選出するも

のとし、個人の資格で職務を遂行する。その選出に当た

っては、委員の配分が地理的に衡平に行われること並び

に異なる文明形態及び主要な法体系が代表されること

を考慮に入れる。 

２ 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の

中から秘密投票により選出される。各締約国は、自国民

の中から１人を指名することが出来る。 

３ 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の

日の後６箇月を経過した時に行う。国際連合事務総長は、

委員会の委員の選挙の日の遅くとも３箇月前までに、締

約国に対し、自国が指名する者の氏名を２箇月以内に提

出するよう書簡で要請する。同事務総長は、指名された

者のアルファベット順による名簿（これらの者を指名し

た締約国名を表示した名簿とする。）を作成し、締約国

に送付する。 

４ 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際

連合本部に招集される締約国の会合において行う。この

会合は、締約国の３分の２を持って定足数とする。この

会合においては、出席し、かつ投票する締約国の代表に

よって投じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得

た指名された者をもって委員会に選出された委員とす

る。 

５ 委員会の委員は、４年の任期で選出される。ただし、

最初の選挙において選出された委員の内９人の委員の

任期は、２年で終了するものとし、これらの９人の委員

は、最初の選挙の後直ちに、委員会の委員長によりくじ

引きで選ばれる。 

６ 委員会の５人の追加的な委員の選挙は、35番目の批

准又は加入の後、２から４までの規定に従って行う。こ

の時に選出された追加的な委員の内２人の委員の任期

は、２年で終了するものとし、これらの２人の委員は、

委員会の委員長によりくじ引きで選ばれる。 

７ 締約国は、自国の専門家が委員会の委員としての職務

を遂行することができなくなった場合には、その空席を

補充するため、委員会の承認を条件として自国民の中か

ら他の専門家を任命する。 

８ 委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の重要

性を考慮して決定する条件に従い、同総会の承認を得て、

国際連合の財源から報酬を受ける。 

９ 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務

を効果的に遂行するために必要な職員及び便益を提出

する。 

第 18条 

１ 締約国は、次の場合に、この条約の実施のためにとっ

た立法上、司法上、行政上その他の措置及びこれらの措

置によりもたらされた進歩に関する報告を、委員会によ

る検討のため、国際連合事務総長に提出することを約束

する。 

（a） 当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時か

ら１年以内 

 （b） その後は少なくとも４年ごと、更には委員会が

要請する時。 

２ 報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響

を及ぼす要因及び障害を記載することができる。 

第 19条 

１ 委員会は、手続規則を採択する。 

２ 委員会は、役員を２年の任期で選出する。 

第 20条 

１ 委員会は、第 18条の規定により提出される報告を検

討するために原則として毎年２週間を超えない期間会

合する。 

２ 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員
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会が決定する他の適当な場所において開催する。 

第 21条 

１ 委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じて毎

年国際連合総会に報告するものとし、又、締約国から得

た報告及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格

を有する勧告を行うことができる。これらの提案及び一

般的な性格を有する勧告は、締約国から意見がある場合

にはその意見とともに、委員会の報告に記載する。 

２ 国際連合事務総長は、委員会の報告を、情報用として、

婦人の地位委員会に送付する。 

第 22条 専門機関は、その任務の範囲内にある事項に関

するこの条約の規定に実施についての検討に際し、代表

を出す権利を有する。委員会は、専門機関に対し、その

任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施につ

いて報告を提出するよう要請することができる。 

    第６部 

第 23条 この条約のいかなる規定も、次のものに含まれ

る規定であって男女の平等の達成に一層貢献するもの

に影響を及ぼすものではない。 

（a） 締約国の法令 

（b） 締約国について効力を有する他の国際条約又は国

際協定 

第 24条 締約国は、自国においてこの条約の認める権利

の完全な実現を達成するためのすべての必要な措置を

とることを約束する。 

第 25条 

１ この条約は、すべての国による署名のために開放して

おく。 

２ 国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指定さ

れる。 

３ この条約は、批准されなければならない。批准書は、

国際連合事務総長に寄託する。 

４ この条約は、すべての国による加入のために開放して

おく。加人は、加入書を国際連合事務総長に寄託するこ

とによって行う。  

第 26条 

１ いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面に

よる通告により、いつでもこの条約の改正を要請するこ

とができる。 

２ 国際連合総会は、１の要請に関してとるべき措置があ

る時は、その措置を決定する。 

第 27条 

１ この条約は、20番目の批准書又は加入書が国際連合

事務総長に寄託された日の後 30 日目の日に効力を生

ずる。 

２ この条約は、20番目の批准書又は加入書が寄託され

た後に批准し又は加入する国については、その批准書又

は加入書が寄託された日の後 30 日目の日に効力を生

ずる。 

第 28条 

１ 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留

保の書面を受領し、かつ、すべての国に送付する。 

２ この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認めら

れない。 

３ 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつで

も撤回することができるものとし、同事務総長は、その

撤回をすべての国に通報する。このようにして通報され

た通告は、受領された日に効力を生ずる。 

第 29条 

１ この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で

交渉によって解決されないものは、いずれかの紛争当事

国の要請により、仲裁に付される。仲裁の要請の日から

６箇月以内に仲裁の組織について紛争当事国が合意に

達しない場合には、いずれの紛争当事国も、国際司法裁

判所規定に従って国際司法裁判所に紛争を付託するこ

とができる。 

２ 各締約国は、この条約の署名若しくは批准又はこの条

約への加入の際に、１の規定に拘束されない旨を宣言す

ることができる。他の締約国は、そのような留保を付し

た締約国との関係において１の規定に拘東されない。 

３ ２の規定に基づいて留保を付した締約国は、国際連合

事務総長にあてた通告により、いつでもその留保を撤回

することができる。 

第 30条 この条約は、アラビア語、中国語、英語、フラ

ンス語、ロシア語及びスペイン語を等しく正文とし、国際

連合事務総長に寄託する。 

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条

約に署名した。 
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男女共同参画社会基本法 

平成 11年法律第 78号 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、

国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて

きたが、なお一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が

国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女

が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に

関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができ

る男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を

21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、

社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を

明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公

共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組

を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会

経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実

現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形

成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及

び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定め

ることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計

画的に推進することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成男女が、社会の対等な構成

員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会が確保され、もって男女が

均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受

することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形

成することをいう。 

二 積極的改善措置前号に規定する機会に係わる男女

間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女

のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供する

ことをいう。 

 （男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての

尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱

いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機

会が確保されることその他の男女の人権が尊重される

ことを旨として、行われなければならない。 

 （社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会にお

ける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を

反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立

でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形

成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会における活動

の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものと

するように配慮されなければならない。 

 （政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等 

な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策

又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同し

て参画する機会が確保されることを旨として、行われな

ければならない。 

 （家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、この養育、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一

員として役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活

動を行うことができるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。 

 （国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会にお

ける取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男

女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなけ

ればならない。 

 （国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画

社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合

的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 （地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及

びその他地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策

定し、及び実施する責務を有する。 

 （国民の責務） 

第 10条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会

のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共

同参画社会の形成に寄与するように努めなければなら

ない。 

 （法制上の措置等） 

第 11条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。 

 （年次報告等） 

第 12条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形

成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての報告を提出しなければな

い。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係わる男女共同参画社会

の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を

作成し、これを国会に提出しなければならない。 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的施策 

 （男女共同参画基本計画） 

第 13条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す 

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男

女共同参画基本計画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定

めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の大綱 
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二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、

男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求め

なければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しな

ければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につい

て準用する。 

 （都道府県男女共同参画計画等） 

第 14条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都

道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければな

らない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ず

べき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域のおけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共

同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基

本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）

を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画は

市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 （施策の策定等に当たりての配慮） 

第 15条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施

するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しな

ければならない。 

 （国民の理解を深めるための措置） 

第 16 条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置

を講じなければならない。 

 （苦情の処理等） 

第 17条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策又は男女共同参加社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理の

ための必要な措置及び性別による差別的取扱いその他

の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人

権が侵害された場合における被害者の救済を図るため

に必要な措置を講じなければならない。 

 （調査研究） 

第 18条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参

画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に

必要な調査研究を推進するように努めるものとする。 

 （国際的協調のための措置） 

第 19条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の

下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交

換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相

互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。  

 （地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第 20条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共

同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援する

ため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努

めるものとする。 

   第３章 男女共同参画会議 

 （設置） 

第 21条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」と

いう。）を置く。 

 （所掌事務） 

第 22条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第 13 条第 3 項に

規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係

各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促

進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事

項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要

があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大

臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が

男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必

要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各

大臣に対し、意見を述べること。 

 （組織） 

第 23条 会議は、議長及び議員 24人以内を持って組織

する。 

 （議長） 

第 24条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

 （議員） 

第 25条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣の内から、内閣総理

大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有す

る者の内から、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数

の十分の五未満であってはならない。 

３ 第 1 項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の

議員の数は、同号に規定する議員の総数の 10分の４未

満であってはならない。 

４ 第１項第二号の議員は、非常勤とする。 

 （議員の任期） 

第 26 条 前条１項第二号の議員の任期は、２年とする。

ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第二号の議員は、再任されることができる。 

 （資料提出の要求等） 

第 27条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要が

あると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又

は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があ

ると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して
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も、必要な協力を依頼することができる。 

 （政令への委任） 

第 28条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議

員その他の職員その他会議に関し必要の事項は、政令で

定める。 

  附 則 抄 

 （施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

 （男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７

号）は、廃止する。 

  附 則 （平成 11年７月 16日法律第 102号）抄 

 （施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成

11年法律第88号）の施行の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。（施行の日＝平成 13年１月６日） 

一 略 

二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、

第 23条、第 28条並びに第 30条の規定 公布の日 

 （委員等の任期に関する経過措置） 

第 28 条 この法律の施行の日の前日において次に掲げ

る従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員

である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当

該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法

律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

 一から十まで 略 

 十一 男女共同参画審議会 

 （別に定める経過措置） 

第 30条 第２条から前条までに規定するもののほか、こ

の法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で

定める。 

  附 則（平成 11年 12月 22日法律第 160号）抄 

 （施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条除く。）は、平成 13

年１月６日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県男女共同参画推進条例  
平成 12年埼玉県条例第 12号 

 個人の尊重と法の下の平等は日本国憲法にうたわれて

おり、男女平等の実現については、国際婦人年以来、国際

連合が「平等・開発・平和」の目標を掲げ、各国が連帯し

て取り組んでいる。 

 また、あらゆる分野における女性に対する差別の解消を

目指して、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す

る条約を軸に男女平等のための取組が積極的に展開され、

国内及び県内においても進められてきた。 

 しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれ

に基づく社会慣行は依然として根強く、真の男女平等の達

成には多くの課題が残されている。 

 一方、現在の経済・社会環境は、急激な少子・高齢化の

進展をはじめ、情報化、国際化など多様な変化が生じてい

る。 

 特に、埼玉県においては、核家族世帯率が高く、女性の

労働力率が出産・子育て期に大きく低下する傾向があり、

また、男性は通勤時間が長く、家事・育児・介護等の家庭

生活における参画が必ずしも十分ではない。 

 こうした現状を踏まえ、豊かで安心できる社会を築いて

いくためには、男女が、社会的文化的に形成された性別の

概念にとらわれず、その個性と能力を十分に発揮し、あら

ゆる分野に対等に参画できる男女共同参画社会の実現が

重要である。 

 ここに、私たちは、男女共同参画社会の実現を目指すこ

とを決意し、男女共同参画の推進についての基本理念を明

らかにしてその方向を示し、男女共同参画を総合的かつ計

画的に推進することにより、豊かで活力有る 21世紀の埼

玉を築くため、この条例を制定する。 

 （目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理

念を定め、県、事業者及び県民の責務を明らかにし、並

びに男女共同参画の推進に関する施策について必要な

事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計

画的に推進し、もって豊かで活力ある地域社会の実現に

寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員とし

て、自らの意志によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保され、もって男女が均

等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受

することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

二 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係わ

る男女間の格差を是正するため必要な範囲内におい

て、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的

に提供することをいう 

三 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に対す

る相手方の対応によって不利益を与え、又は性的な

言動により相手方の生活環境を害することをいう。 

 （基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳

が重んぜられること、男女が直接的であるか間接的であ

るかを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、

男女が個人として能力を発揮する機会が確保されるこ

と、女性に対する暴力が根絶されることその他の男女の
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人権が尊重されることを旨として、行われなければなら

ない。 

２ 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的

な役割分担等に基づく社会における制度又は慣行が男

女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及

ぼすことのないよう配慮されなければならない。 

３ 男女共同参画の推進は、県における政策又は民間の団

体における方針の立案及び決定に、男女が共同して参画

する機会が確保されることを旨として行われなければ

ならない。 

４ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互

の協力と社会の支援の下に、子育て、家族の介護その他

の家庭生活における活動及び社会生活における活動に

対等に参画することができるようにすることを旨とし

て、行われなければならない。 

５ 男女共同参画の推進は、生涯にわたる性と生殖に関す

る健康と権利が尊重されることを旨として、行われなけ

ればならない。 

６ 男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会におけ

る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女

共同参画の推進は、国際的な協力の下に行われなければ

ならない。 

 （県の責務） 

第４条 県は、男女共同参画の推進を主要な政策として位

置付け、前条に定める基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策（積

極的格差是非措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定

し、及び実施するものとする。 

２ 県は、男女共同参画の推進に当たり、市町村、事業者

及び県民と連携して取り組むものとする。 

３ 県は、第一項に規定する施策を総合的に企画し、調整

し、及び推進するために必要な体制を整備するとともに、

財政上の措置等を講ずるように努めるものとする。 

 （事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を

行うに当たっては、男女が共同して参画することができ

る体制の整備に積極的に取り組むとともに、県が実施す

る男女共同参画の推進に関する施策に協力するように

努めなければならない。 

 （県民の責務） 

第６条 県民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、

地域その他の社会のあらゆる分野に、自ら積極的に参画

するとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関す

る施策に協力するように努めなければならない。 

 （性別による権利侵害の禁止） 

第７条 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、

女性に対する暴力を行ってはならない。 

２ 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、セ

クシュアル・ハラスメントを行ってはならない。 

 （公衆に表示する情報に関する留意） 

第８条 何人も、公衆に表示する情報において、性別によ

る固定的な役割分担及び女性に対する暴力等を助長し、

及び連想させる表現並びに過度の性的な表現を行わな

いように努めなければならない。 

 （県の施策等） 

第９条 県は、本県の特性を踏まえ、男女共同参画を推進

するため、次に掲げる施策等を行うものとする。 

 一 男女が共に家庭生活及び職業生活を両立すること

ができるように、その支援を行うように努めること。 

二 広報活動等の充実により、男女共同参画に関する事

業者及び県民の理解を深めるとともに、学校教育をは

じめとするあらゆる分野の教育において、男女共同参

画を促進するための措置を講ずるように努めること。 

三 あらゆる分野における活動において、男女間に参画

する機会の格差が生じている場合、事業者及び県民と

協力し、積極的格差是正措置が講ぜられるように努め

ること。 

四 審議会等における委員を委嘱し、又は任命する場合

にあっては、積極的格差是正措置を講ずることにより、

できる限り男女の均衡を図ること。 

五 女性に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメント

の防止に努め、並びにこれらの被害を受けた者に対し、

必要に応じた支援を行うように努めること。 

六 男女共同参画の取組を普及させるため、当該取組を

積極的に行っている事業者の表彰等を行うこと。 

七 民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する活

動に資するため、情報の提供その他の必要な措置を講

ずること。 

八 男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な

事項及び男女共同参画の推進を阻害する問題につい

ての調査研究を行うこと。 

 （埼玉県男女共同参画審議会） 

第 10 条 埼玉県男女共同参画審議会（第 12 条第 3 項

において「審議会」という。）は、男女共同参画の推進

に資するために、次に掲げる事務を行う。 

一 知事の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基

本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議する

こと。 

二 男女共同参画の推進に関する施策の実施状況につ

いて、必要に応じ、調査し、及び知事に意見を述べる

こと。 

 （総合的な拠点施設の設置） 

第 11条 県は、男女共同参画社会の実現に向けた施策を

実施し、並びに県民及び市町村による男女共同参画の取

組を支援するための総合的な拠点施設を設置するもの

とする。 

 （基本計画の策定） 

第 12条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に

関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策

定するものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとす

る。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進

に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要

な事項 

３ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、県民の意

見を聴くとともに、審議会に諮間しなければならない。 

４ 知事は、基本計画を策定した時は、速やかにこれを公

表するものとする。 

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 （苦情の処理） 

第 13条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関

する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼす
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と認められる施策についての苦情又は男女共同参画の

推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合の

事案について、県内に住所を有する者又は在勤若しくは

在学するもの（次項において「県民等」という。）から

の申出を適切かつ迅速に処理するための機関を設置す

るものとする。 

２ 県民等は、県が実施する男女共同参画の推進に関する

施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認

められる施策について苦情がある場合、又は男女共同参

画の推進を阻害する要因によって人権を侵害された場

合には、前項の機関に申し出ることができる。 

３ 第１項の機関は、前項の規定に基づき苦情がある旨の

申出があった場合において、必要に応じて、前項の施策

を行う機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類

その他の記録を閲覧し、又はその写しの提出を求め、必

要があると認めるときは、当該機関に是正その他の措置

をとるように勧告等を行うものとする。 

４ 第１項の機関は、第２項の規定に基づき人権を侵害さ

れた旨の申出があった場合において、必要に応じて、関

係者に対し、その協力を得た上で資料の提出及び説明を

求め、必要があると認めるときは、当該関係者に助言、

是正の要望等を行うものとする。 

 （年次報告） 

第 14条 知事は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男

女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかに

する報告書を作成し、及び公表するものとする。 

 （委任） 

第 15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 

   附 則 

この条例は、平成 12年４月１日から施行する。ただし、

第 13条の規定は、同年 10月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護等に関する法律 

平成 13年法律第 31号 

 最終改正：令和元年 6月 26日法律第 46号 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取

組が行われている。 

 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含

む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が

必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの

暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困

難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人

の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

 このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現

を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保

護するための施策を講ずることが必要である。このことは、

女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会に

おける取組にも沿うものである。 

 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自

立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

第一章総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配  

 偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃   

 であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下 

 同じ）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動 

 （以下この項及び第二十八条の二において「身体に対す  

 る暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に 

 対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はそ 

 の婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であ 

 った者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む 

 ものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力 

 を受けた者をいう。 

３  この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしてい 

   ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、   

  「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関 

   係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様 

   の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止  

 するとともに、被害者の自立を支援することを含め、そ 

 の適切な保護を図る責務を有する。 

  第一章の二基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及 

 び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において  

 「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及 

 び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以 

 下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方 

 針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第 

 一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本 

 計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

 一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す 

  る基本的な事項 

 二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため  
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  の施策の内容に関する事項 

 三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護 

  のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しよう  

 とするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議し 

 なければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したと 

 きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府 

 県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護 

 のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条 

 において「都道府県基本計画」という。）を定めなけれ 

 ばならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定め 

 るものとする。 

 一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す 

  る基本的な方針 

 二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため 

  の施策の実施内容に関する事項 

 三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護   

  のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に 

 即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村 

 における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の 

 ための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条に 

 おいて「市町村基本計画」という。）を定めるよう努め 

 なければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村 

 基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ 

 を公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基 

 本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言 

 その他の援助を行うよう努めなければならない。 

  第二章配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所 

 その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力 

 相談支援センターとしての機能を果たすようにするも 

 のとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、 

 当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機 

 能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の 

 防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うも 

 のとする。 

 一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずる 

  こと又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介 

  すること。 

 二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は 

  心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

 三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあって 

  は、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第  

  五条、第八条の三及び第九条において同じ。）の緊急 

  時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 

 四 被害者が自立して生活することを促進するため、就 

  業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等 

  について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整  

  その他の援助を行うこと。 

 五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情 

  報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行 

  うこと。 

 六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情 

  報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助 

  を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、 

 又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して 

 行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当 

 たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被 

 害者の保護を図るための活動を行う民間の団体 

 との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導 

 を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護 

 を行うことができる。 

  第三章被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者 

 からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同 

 じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者 

 暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努め 

 なければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、 

 配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかった 

 と認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力 

 相談支援センター又は警察官に通報することができる。 

 この場合において、その者の意思を尊重するよう努める 

 ものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規  

 定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規 

 定により通報することを妨げるものと解釈してはなら 

 ない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、 

 配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかった 

 と認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶 

 者暴力相談支援センター等の利用について、その有する 

 情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説

明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する 

 通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に 

 対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援セ 

 ンターが行う業務の内容について説明及び助言を行う 

 とともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとす 

 る。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行わ 

 れていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律第 

 百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第 

 百三十六号）その他の法令の定めるところにより、暴力 

 の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による 

 被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう 

 努めなければならない。 
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（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察 

 本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方 

 面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署 

 長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者か 

 らの暴力による被害を自ら防止するための援助を受け 

 たい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、 

 当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安 

 委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止 

 するための措置の教示その他配偶者からの暴力による 

 被害の発生を防止するために必要な援助を行うものと 

 する。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号） 

 に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務 

 所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百 

 四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四 

 号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法 

 律第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、 

 被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよ 

 う努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福 

 祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関 

 係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当た 

 っては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を 

 図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員 

 の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けた 

 ときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるもの 

 とする。 

  第四章保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命 

 等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加え 

 る旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同 

 じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）が、 

 配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合 

 にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶 

 者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚 

 をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当 

 該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する 

 暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、 

 配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場 

 合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶 

 者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離 

 婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、 

 当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対す 

 る暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身 

 体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所 

 は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が 

 加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者か 

 らの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受け 

 た後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消され 

 た場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、 

 同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において 

 同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものと  

 する。ただし、第二号に掲げる事項については、申立て 

 の時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共 

 にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の 

 住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除 

 く。以下この号において同じ。）その他の場所において 

 被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先 

 その他その通常所在する場所の付近をはいかいしては 

 ならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と 

 共に生活の本拠としている住居から退去すること及び 

 当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定 

 による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者 

 の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられる 

 ことを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が 

 生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日 

 から起算して六月を経過する日までの間、被害者に対し 

 て次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないこ 

 とを命ずるものとする。 

 一 面会を要求すること。 

 二 その行動を監視していると思わせるような事項を 

  告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

 三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

 四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場 

  合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置 

  を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

 五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六 

  時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用い 

  て送信し、又は電子メールを送信すること。 

 六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情 

  を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態 

  に置くこと。 

 七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状 

  態に置くこと。 

 八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその 

  知り得る状態に置き、しゅう又はその性的羞恥心を害 

  する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知 

  り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成 

 年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第 

 一項第三号において単に「子」という。）と同居してい 

 るときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに 

 足りる言動を行っていることその他の事情があること 

 から被害者がその同居している子に関して配偶者と面 

 会することを余儀なくされることを防止するため必要 

 があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令 

 を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てに 

 より、その生命又は身体に危害が加えられることを防止 

 するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以 

 後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算し 

 て六月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶 

 者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項 

 において同じ。）、就学する学校その他の場所において当 

 該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する 

 学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいし 

 てはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子 

 が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 
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４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者 

 の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を 

 有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居し 

 ている者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第 

 一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し 

 掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることそ 

 の他の事情があることから被害者がその親族等に関し 

 て配偶者と面会することを余儀なくされることを防止 

 するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規 

 定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害 

 者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられ 

 ることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力 

 が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた 

 日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等 

 の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を 

 除く。以下この項において同じ。）その他の場所におい 

 て当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住 

 居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいか 

 いしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の 

 子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親 

 族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合に 

 あっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、 

 することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る 

 事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は 

 住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁 

 判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に 

 掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

 一 申立人の住所又は居所の所在地 

 二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力 

  又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命 

 令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げ 

 る事項を記載した書面でしなければならない。 

 一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対す 

  る脅迫を受けた状況 

 二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者 

  からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から 

  受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大 

  な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申 

  立ての時における事情 

 三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場 

  合にあっては、被害者が当該同居している子に関して 

  配偶者と面会することを余儀なくされることを防止 

  するため当該命令を発する必要があると認めるに足 

  りる申立ての時における事情 

 四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場 

  合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と 

  面会することを余儀なくされることを防止するため 

  当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立 

  ての時における事情五配偶者暴力相談支援センター 

  の職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項につ 

  いて相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有 

  無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

 イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察 

  職員の所属官署の名称 

 ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場 

  所 

 ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

 ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内 

  容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号 

 イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立 

 書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項につい 

 ての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治四十 

 一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受 

 けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件につい 

 ては、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うこ 

 とができる審尋の期日を経なければ、これを発すること 

 ができない。ただし、その期日を経ることにより保護命 

 令の申立ての目的を達することができない事情がある 

 ときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げ 

 る事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴 

 力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立 

 人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及 

 びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の 

 提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶 

 者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これ 

 に速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶 

 者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申 

 立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求め 

 られた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求め 

 た事項に関して更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を 

 付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決 

 定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方 

 が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡 

 しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかに 

 その旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄す 

 る警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとす 

 る。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力 

 相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しく 

 は保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に 

 係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項 

 の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護 

 命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記 

 載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名 

 称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上 

 ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、 

 又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者 

 暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 
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（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、 

 即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさな 

 い。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの 

 原因となることが明らかな事情があることにつき疎明 

 があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即 

 時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命 

 令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原 

 裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずるこ 

 とができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による 

 命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第二項か 

 ら第四項までの規定による命令が発せられているとき 

 は、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければ 

 ならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立て 

 ることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令 

 を取り消す場合において、同条第二項から第四項までの 

 規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、 

 当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令 

 について、第三項若しくは第四項の規定によりその効力 

 の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消し 

 たときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその 

 内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの 

 長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに 

 抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用 

 する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申 

 立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令 

 を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は 

 第二項から第四項までの規定による命令にあっては同 

 号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三 

 月を経過した後において、同条第一項第二号の規定によ 

 る命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算 

 して二週間を経過した後において、これらの命令を受け 

 た者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てを 

 した者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定によ 

 る命令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を 

 取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場 

 合について準用する。（第十条第一項第二号の規定によ 

 る命令の再度の申立て）第十八条第十条第一項第二号の 

 規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令 

 の申立ての理由となった身体に対する暴力又は生命等 

 に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定に 

 よる命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配 

 偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しよう 

 とする被害者がその責めに帰することのできない事由 

 により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算 

 して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完 

 了することができないことその他の同号の規定による 

 命令を再度発する必要があると認めるべき事情がある 

 ときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当 

 該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著 

 しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発しない 

 ことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の 

 適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「次 

 に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号 

 に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同 

 項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号 

 及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の  

 事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに 

 掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げ 

 る事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁 

 判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、そ 

 の正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項 

 の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手 

 方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しく 

 は相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手 

 方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限り 

 でない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管 

 轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務 

 を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務 

 局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事 

 務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読  

 み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わせること 

 ができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保 

 護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限 

 り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用 

 する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関 

 する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 

第五章雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、 

 裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係 

 者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の 

 心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者 

 の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとと 

 もに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をし 

 なければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の 

 人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深める 

 ために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の 

 防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発 

 に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の 

 防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のた 



 

 

74

 めの指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるため 

 の方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護 

 に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の 

 防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の 

 団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁し 

 なければならない。 

 一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を 

  行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費 

  用を除く。） 

 二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が 

  行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が 

  定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。） 

  に要する費用 

 三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦 

  人相談員が行う業務に要する費用 

 四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、 

  社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う 

  場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費 

  用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相 

 談員が行う業務に要する費用を支弁しなければならな 

 い。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県 

 が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第 

 一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五 

 を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用 

 の十分の五以内を補助することができる。 

 一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用 

  のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

 二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

  第五章の二補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの 

 規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における 

 共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除 

 く。）をする関係にある相手からの暴力（当該関係にあ 

 る相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にあ 

 る相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者 

 が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあっ 

 た者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。） 

 及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合に 

 おいて、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるの 

 は「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴 

 力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同 

 表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる 

 字句に読み替えるものとする。 

第二条 被害者 被害者（第二十八条

の二に規定する関係

にある相手からの暴

力を受けた者をい

う。以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配

偶者であった

者 

同条に規定する関係

にある相手又は同条

に規定する関係にあ

る相手であった者 

第十条第一項から第

四項まで、第十一条

第二項第二号、第十

二条第一項第一号か

ら第四号まで及び第

十八条第一項 

配偶者 第二十八条の二に規

定する関係にある相

手 

 

第十条第一項 

 

離婚をし、又

はその婚姻が

取り消された

場合 

第二十八条の二に規

定する関係を解消し

た場合 

 

  第六章罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する 

 第十条第一項から第四項までの規定によるものを含む。 

 次条において同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役 

 又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により 

 読み替えて適用する場合を含む。）又は第二十八条の二 

 において読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八 

 条の二において準用する第十八条第二項の規定により 

 読み替えて適用する場合を含む）の規定により記載すべ 

 き事項について虚偽の記載のある申立書により保護命 

 令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 

  附則〔抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過し 

 た日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者暴 

 力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九

条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第

二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日か

ら施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対 

 し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相 

 談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該 

 被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第 

 十二第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の 

 規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相 

 談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三 

 年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討 

 が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられ 

 るものとする。 

  附則〔平成十六年法律第六十四号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過し 

 た日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前 

 の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する 

 法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定に 

 よる命令の申立てに係る同条の規定による命令に関す 

 る事件については、なお従前の例による。 
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２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後 

 に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法 

 な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同 

 一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者 

 からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下 

 「新法」という。）第十条第一項第二号の規定による命 

 令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限 

 る。）があった場合における新法第十八条第一項の規定 

 の適用については、同項中「二月」とあるのは、「二週 

 間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を 

 目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えら 

 れ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと 

 する。 

  附 則〔平成十九年法律第百十三号〕〔抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過し 

 た日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前 

 の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する 

 法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規 

 定による命令に関する事件については、なお従前の例に 

 よる。 

  附 則〔平成二十五年法律第七十二号〕〔抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日

から施行する。 

  附 則〔平成二十六年法律第二十八号〕〔抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 

 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日 

 から施行する。 

 一 略 

 二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、 

  第十二条及び第十五条から第十八条までの規定平成 

  二十六年十月一日 

  附 則〔令和元年法律第四十六号〕〔抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。た 

 だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か 

 ら施行する。 

 一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定公布の 

  日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に 

 伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後 

 三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保 

 護等に関する法律第六条第一項及び第二項の通報の対 

 象となる同条第一項に規定する配偶者からの暴力の形 

 態並びに同法第十条第一項から第四項までの規定によ 

 る命令の申立てをすることができる同条第一項に規定 

 する被害者の範囲の拡大について検討を加え、その結果 

 に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年 

 を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等 

 に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴 

 力に係る加害者の地域社会における更生のための指導 

 及び支援の在り方について検討を加え、その結果に基づ 

 いて必要な措置を講ずるものとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

76

雇用の分野における男女の均等な機会及
び待遇の確保等に関する法律（抄） 

昭和 47年 7月 1日法律第 113号 

最終改正：令和２年３月３１日法律第１４号 

   第 1章 総則  

（目的）  

第一条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法         

 の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機 

 会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に 

 関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置  

 を推進することを目的とする。 

（基本的理念） 

第二条 この法律においては、労働者が性別により差別さ 

 れることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重 

 されつつ、充実した職業生活を営むことができるように 

 することをその基本的理念とする。 

２ 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する 

 基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られ 

 るように努めなければならない。 

（啓発活動） 

第三条 国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女 

 の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と 

 理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女 

 の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解 

 消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。 

（男女雇用機会均等対策基本方針） 

第四条 厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等 

 な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべ 

 き方針（以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。） 

 を定めるものとする。 

２ 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次の 

 とおりとする。 

 一 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活 

  の動向に関する事項 

 二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の 

  確保等について講じようとする施策の基本となるべ 

  き事項 

３ 男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女 

 性労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等 

 を考慮して定められなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定 

 めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見 

 を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。 

５ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定 

 めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。 

６ 前二項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変 

 更について準用する。 

   第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及 

       び待遇の確保等 

    第一節 性別を理由とする差別の禁止等 

（性別を理由とする差別の禁止） 

第五条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その 

 性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならな 

 い。 

第六条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性 

 別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 

 一 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、   

  昇進、降格及び教育訓練 

 二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の 

  措置であつて厚生労働省令で定めるもの 

 三 労働者の職種及び雇用形態の変更 

 四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 

（性別以外の事由を要件とする措置） 

第七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる 

 事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を 

 要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女 

 性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由 

 とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省 

 令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務 

 の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上 

 特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該 

 措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の 

 合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはな 

 らない。 

（女性労働者に係る措置に関する特例） 

第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における 

 男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている 

 事情を改善することを目的として女性労働者に関して 

 行う措置を講ずることを妨げるものではない。 

（婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等） 

第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出 

 産したことを退職理由として予定する定めをしてはな 

 らない。 

２ 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、 

 解雇してはならない。 

３ 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、 

 出産したこと、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九 

 号）第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は 

 同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと 

 その他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働 

 省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対し 

 て解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

４ 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女 

 性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、 

 事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする 

 解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 

（指針） 

第十条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで及び前条 

 第一項から第三項までの規定に定める事項に関し、事業 

 主が適切に対処するために必要な指針（次項において 

 「指針」という。）を定めるものとする。 

２ 第四条第四項及び第五項の規定は指針の策定及び変 

 更について準用する。この場合において、同条第四項中 

 「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、 

 「聴く」と読み替えるものとする。 

第二節 事業主の講ずべき措置等 

（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用

管理上の措置等） 

第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に 

 対するその雇用する労働者の対応により当該労働者が 

 その労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動 

 により当該労働者の就業環境が害されることのないよ 

 う、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するため 

 に必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を 

 講じなければならない。 

２ 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業 
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 主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べ 

 たことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不 

 利益な取扱いをしてはならない。 

３ 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項 

 の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、 

 これに応ずるように努めなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ず 

 べき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るた 

 めに必要な指針（次項において「指針」という。）を定 

 めるものとする。 

５ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変 

 更について準用する。この場合において、同条第四項中 

 「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、 

 「聴く」と読み替えるものとする。 

（職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事

業主及び労働者の責務） 

第十一条の二 国は、前条第一項に規定する不利益を与え 

 る行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する 

 言動を行つてはならないことその他当該言動に起因す 

 る問題（以下この条において「性的言動問題」という。） 

 に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深める 

 ため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように 

 努めなければならない。 

２ 事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者 

 の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働 

 者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施そ 

 の他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に 

 協力するように努めなければならない。 

３ 事業主（その者が法人である場合にあつては、その役 

 員）は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深 

 め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努め 

 なければならない。 

４ 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、 

 他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、 

 事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努 

 めなければならない。 

（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題

に関する雇用管理上の措置等） 

第十一条の三 事業主は、職場において行われるその雇用 

 する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこ 

 と、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定 

 による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規 

 定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関す 

 る事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言 

 動により当該女性労働者の就業環境が害されることの 

 ないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対 

 応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必 

 要な措置を講じなければならない。 

２ 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、 

 又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事 

 実を述べた場合について準用する。 

３ 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ず 

 べき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るた 

 めに必要な指針（次項において「指針」という。）を定 

 めるものとする。 

４ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変 

 更について準用する。この場合において、同条第四項中 

 「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、 

 「聴く」と読み替えるものとする。 

（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題

に関する国、事業主及び労働者の責務） 

第十一条の四 国は、労働者の就業環境を害する前条第一 

 項に規定する言動を行つてはならないことその他当該 

 言動に起因する問題（以下この条において「妊娠・出産 

 等関係言動問題」という。）に対する事業主その他国民 

 一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動そ 

 の他の措置を講ずるように努めなければならない。 

２ 事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇 

 用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働 

 者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、 

 研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる 

 前項の措置に協力するように努めなければならない。 

３ 事業主（その者が法人である場合にあつては、その役 

 員）は、自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関 

 心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払 

 うように努めなければならない。 

４ 労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と 

 理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払 

 うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力す 

 るように努めなければならない。 

（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置） 

第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、 

 その雇用する女性労働者が母子保健法（昭和四十年法律 

 第百四十一号）の規定による保健指導又は健康診査を受 

 けるために必要な時間を確保することができるように 

 しなければならない。 

第十三条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保 

 健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることがで 

 きるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必 

 要な措置を講じなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべ 

 き措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために 

 必要な指針（次項において「指針」という。）を定める 

 ものとする。 

３ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変 

 更について準用する。この場合において、同条第四項中 

 「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、 

 「聴く」と読み替えるものとする。 

（男女雇用機会均等推進者） 

第十三条の二 事業主は、厚生労働省令で定めるところに 

 より、第八条、第十一条第一項、第十一条の二第二項、 

 第十一条の三第一項、第十一条の四第二項、第十二条及 

 び前条第一項に定める措置等並びに職場における男女 

 の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするた 

 めに講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図 

 るための業務を担当する者を選任するように努めなけ 

 ればならない。 

    第三節 事業主に対する国の援助 

第十四条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及 

 び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用 

 の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支 

 障となつている事情を改善することを目的とする次に 

 掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該 

 事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。 

 一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状 

  況の分析 
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 二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均 

  等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を 

  改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の 

  作成 

 三 前号の計画で定める措置の実施 

 四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備 

 五 前各号の措置の実施状況の開示 

   第三章 紛争の解決 

    第一節 紛争の解決の援助等 

（苦情の自主的解決） 

第十五条 事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条 

 及び第十三条第一項に定める事項（労働者の募集及び採 

 用に係るものを除く。）に関し、労働者から苦情の申出 

 を受けたときは、苦情処理機関（事業主を代表する者及 

 び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当 

 該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をい 

 う。）に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な 

 解決を図るように努めなければならない。 

（紛争の解決の促進に関する特例） 

第十六条 第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一 

 項及び第二項（第十一条の三第二項において準用する場 

 合を含む。）、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十 

 三条第一項に定める事項についての労働者と事業主と 

 の間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進 

 に関する法律（平成十三年法律第百十二号）第四条、第 

 五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、 

 次条から第二十七条までに定めるところによる。 

（紛争の解決の援助） 

第十七条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関 

 し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につ 

 き援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、 

 必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 

２ 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求め 

 た場合について準用する。 

    第二節 調停 

（調停の委任） 

第十八条 都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争 

 （労働者の募集及び採用についての紛争を除く。）につ 

 いて、当該紛争の当事者（以下「関係当事者」という。） 

 の双方又は一方から調停の申請があつた場合において 

 当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個 

 別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一 

 項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）に調停 

 を行わせるものとする。 

２ 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした 

 場合について準用する。 

（調停） 

第十九条 前条第一項の規定に基づく調停（以下この節に 

 おいて「調停」という。）は、三人の調停委員が行う。 

２ 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらか 

 じめ指名する。 

第二十条 委員会は、調停のため必要があると認めるとき 

 は、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用さ 

 れる労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴 

 くことができる。 

第二十一条 委員会は、関係当事者からの申立てに基づき 

 必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道 

 府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業 

 主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事 

 業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くもの 

 とする。 

第二十二条 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対 

 しその受諾を勧告することができる。 

第二十三条 委員会は、調停に係る紛争について調停によ 

 る解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切る 

 ことができる。 

２ 委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、 

 その旨を関係当事者に通知しなければならない。 

（時効の完成猶予） 

第二十四条 前条第一項の規定により調停が打ち切られ 

 た場合において、当該調停の申請をした者が同条第二項 

 の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつ 

 た請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予 

 に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたも 

 のとみなす。 

（訴訟手続の中止） 

第二十五条 第十八条第一項に規定する紛争のうち民事 

 上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係 

 属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由 

 があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、 

 受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止 

 する旨の決定をすることができる。 

 一 当該紛争について、関係当事者間において調停が実 

  施されていること。 

 二 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停に 

  よつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。 

２ 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことが 

 できる。 

３ 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定によ 

 り第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し 

 立てることができない。 

（資料提供の要求等） 

第二十六条 委員会は、当該委員会に係属している事件の 

 解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に 

 対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができ 

 る。 

（厚生労働省令への委任） 

第二十七条 この節に定めるもののほか、調停の手続に関 

 し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

   第四章 雑則 

（調査等） 

第二十八条 厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者 

 のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施す 

 るものとする。 

２ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機 

 関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めるこ 

 とができる。 

３ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知 

 事から必要な調査報告を求めることができる。 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第二十九条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要 

 があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、 

 又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

２ 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で 

 定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委 

 任することができる。 
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（公表） 

第三十条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九 

 条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項 

 （第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第 

 二項において準用する場合を含む。）、第十一条の三第一 

 項、第十二条並びに第十三条第一項の規定に違反してい 

 る事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場 

 合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつた 

 ときは、その旨を公表することができる。 

（船員に関する特例） 

第三十一条 船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十 

 号）第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船 

 員になろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同 

 条第四項及び第五項（同条第六項、第十条第二項、第十 

 一条第五項、第十一条の三第四項及び第十三条第三項に 

 おいて準用する場合を含む。）、第十条第一項、第十一条 

 第四項、第十一条の三第三項、第十三条第二項並びに前 

 三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、 

 第四条第四項（同条第六項、第十条第二項、第十一条第 

 五項、第十一条の三第四項及び第十三条第三項において 

 準用する場合を含む。）中「労働政策審議会」とあるの 

 は「交通政策審議会」と、第六条第二号、第七条、第九 

 条第三項、第十一条の三第一項、第十二条、第十三条の 

 二及び第二十九条第二項中「厚生労働省令」とあるのは 

 「国土交通省令」と、第九条第三項中「労働基準法（昭 

 和二十二年法律第四十九号）第六十五条第一項の規定に 

 よる休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定 

 による休業をしたこと」とあるのは「船員法（昭和二十 

 二年法律第百号）第八十七条第一項又は第二項の規定に 

 よつて作業に従事しなかつたこと」と、第十一条の三第 

 一項中「労働基準法第六十五条第一項の規定による休業 

 を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休 

 業をしたこと」とあるのは「船員法第八十七条第一項又 

 は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、 

 第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十九条第二項 

 中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長（運 

 輸監理部長を含む。）」と、第十八条第一項中「第六条第 

 一項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）」とあ 

 るのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記 

 載されている者のうちから指名する調停員」とする。 

２ 前項の規定により読み替えられた第十八条第一項の 

 規定により指名を受けて調停員が行う調停については、 

 第十九条から第二十七条までの規定は、適用しない。 

３ 前項の調停の事務は、三人の調停員で構成する合議体 

 で取り扱う。 

４ 調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮

こ

以上 

 の刑に処せられたときは、その地位を失う。 

５ 第二十条から第二十七条までの規定は、第二項の調停 

 について準用する。この場合において、第二十条から第 

 二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは 

 「調停員は」と、第二十一条中「当該委員会が置かれる 

 都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地 

 方運輸局長（運輸監理部長を含む。）が置かれる地方運 

 輸局（運輸監理部を含む。）」と、第二十六条中「当該委 

 員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱 

 つている」と、第二十七条中「この節」とあるのは「第 

 三十一条第三項から第五項まで」と、「調停」とあるの 

 は「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは 

 「国土交通省令」と読み替えるものとする。 

（適用除外） 

第三十二条 第二章第一節、第十三条の二、同章第三節、 

 前章、第二十九条及び第三十条の規定は、国家公務員及 

 び地方公務員に、第二章第二節（第十三条の二を除く。） 

 の規定は、一般職の国家公務員（行政執行法人の労働関 

 係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）第 

 二条第二号の職員を除く。）、裁判所職員臨時措置法（昭 

 和二十六年法律第二百九十九号）の適用を受ける裁判所 

 職員、国会職員法（昭和二十二年法律第八十五号）の適 

 用を受ける国会職員及び自衛隊法（昭和二十九年法律第 

 百六十五号）第二条第五項に規定する隊員に関しては適 

 用しない。 

   第五章 罰則 

第三十三条 第二十九条第一項の規定による報告をせず、 

 又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処す 

 る。 

 附 則  

省 略  
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女性の職業生活における活躍の推進に関
する法律 
          平成 27年 9月 4日法律第 64号 

      最終改正：令和元年６月５日法律第 24号 

   第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活 

 を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分 

 に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性 

 の職業生活における活躍」という。）が一層重要となっ 

 ていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一 

 年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職業 

 生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、 

 並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにす 

 るとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女 

 性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

 等について定めることにより、女性の職業生活における 

 活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊 

 重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の 

 多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊か 

 で活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活 

 における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自ら 

 の意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性 

 に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変 

 更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及び 

 その活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等 

 を反映した職場における慣行が女性の職業生活におけ 

 る活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力 

 が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われ 

 なければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営 

 む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生 

 活に関する事由によりやむを得ず退職することが多い 

 ことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与え 

 る影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問 

 わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その 

 他の家庭生活における活動について家族の一員として 

 の役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行 

 うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と 

 家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること 

 を旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女 

 性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が 

 尊重されるべきものであることに留意されなければな 

 らない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業 

 生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び 

 第五条第一項において「基本原則」という。）にのっと 

 り、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な 

 施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又 

 は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関 

 する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と 

 家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女 

 性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら 

 実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実 

 施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施 

 策に協力しなければならない。 

   第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活に 

 おける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に 

 実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関 

 する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなけ 

 ればならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものと 

 する。 

 一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本 

  的な方向 

 二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍 

  の推進に関する取組に関する基本的な事項 

 三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策 

  に関する次に掲げる事項 

  イ 女性の職業生活における活躍を推進するための 

   支援措置に関する事項 

  ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要 

   な環境の整備に関する事項 

  ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関 

   する施策に関する重要事項 

 四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活におけ 

  る活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定 

 を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ 

 たときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならな 

 い。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県 

 の区域内における女性の職業生活における活躍の推進 

 に関する施策についての計画（以下この条において「都 

 道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものと 

 する。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められて 

 いるときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案し 

 て、当該市町村の区域内における女性の職業生活におけ 

 る活躍の推進に関する施策についての計画（次項におい 

 て「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるも 

 のとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村 

 推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ 

 を公表しなければならない。 

   第三章 事業主行動計画等 

    第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事 

 業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取 

 組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基 

 本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動 

 計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計 

 画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の 

 策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」と 

 いう。）を定めなければならない。 
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２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項 

 につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定める 

 ものとする。 

 一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

 二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組 

  の内容に関する事項 

 三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関す 

  る取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主 

 行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞な 

 く、これを公表しなければならない。 

    第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事 

 業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が 

 三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即し 

 て、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の 

 職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計 

 画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定める 

 ところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。 

 これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定 

 めるものとする。 

 一 計画期間 

 二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組 

  の実施により達成しようとする目標 

 三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の 

  推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画 

 を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で 

 定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働 

 者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、 

 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合そ 

 の他のその事業における女性の職業生活における活躍 

 に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を 

 推進するために改善すべき事情について分析した上で、 

 その結果を勘案して、これを定めなければならない。こ 

 の場合において、前項第二号の目標については、採用す 

 る労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年 

 数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労 

 働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて 

 定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画 

 を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると 

 ころにより、これを労働者に周知させるための措置を講 

 じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画 

 を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると 

 ころにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画 

 に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画 

 に定められた目標を達成するよう努めなければならな 

 い。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百 

 人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一 

 般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところ 

 により、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければなら 

 ない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事 

 業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合につい 

 て、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般 

 事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合 

 について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定に 

 よる届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労 

 働省令で定めるところにより、当該事業主について、女 

 性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、 

 当該取組の実施の状況が優良なものであることその他 

 の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨 

 の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般 

 事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する 

 物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは 

 通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第十 

 四条第一項において「商品等」という。）に厚生労働大 

 臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に 

 同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはなら 

 ない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号の 

 いずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すこ 

 とができる。 

 一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認め 

  るとき。 

 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したと 

  き。 

 三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に 

 基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業 

 主について、女性の職業生活における活躍の推進に関す 

 る取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計 

 画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定 

 められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女 

 の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十 

 七年法律第百十三号）第十三条の二に規定する業務を担 

 当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を 

 行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六 

 号）第二十九条に規定する業務を担当する者を選任して 

 いること、当該女性の職業生活における活躍の推進に関 

 する取組の実施の状況が特に優良なものであることそ 

 の他の厚生労働省令で定める基準に適合するものであ 

 る旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認 

 定一般事業主」という。）については、第八条第一項及 

 び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところ 

 により、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における 

 活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなけれ 

 ばならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣 
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 の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各 

 号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り 

 消すことができる。 

 一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すと 

  き。 

 二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認 

  めるとき。 

 三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽 

  の公表をしたとき。 

 四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に 

  基づく命令に違反したとき。 

 五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業 

 主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三 

 百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同 

 じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生 

 活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要 

 な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該 

 承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとすると 

 きは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第 

 三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である 

 中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、 

 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律によ 

 り設立された組合若しくはその連合会であって厚生労 

 働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を 

 直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定め 

 る要件に該当するものに限る。）のうち、その構成員で 

 ある中小事業主に対して女性の職業生活における活躍 

 の推進に関する取組を実施するための人材確保に関す 

 る相談及び援助を行うものであって、その申請に基づい 

 て、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うた 

 めの厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を  

 行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定す 

 る基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認 

 を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事 

 しようとするときは、厚生労働省令で定めるところによ 

 り、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募 

 集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労 

 働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定に 

 よる届出があった場合について、同法第五条の三第一項 

 及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二 

 項、第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の 

 三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項 

 並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をし 

 て労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の 

 規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従 

 事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第 

 三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条 

 第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準   

 用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労 

 働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業 

 生活における活躍の推進に関する法律第十六条第四項 

 の規定による届出をして労働者の募集に従事しようと 

 する者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募 

 集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」 

 と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の 

 規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項 

 の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に 

 従事させようとする者がその被用者以外の者に与えよ 

 うとする」と、同法第四十二条の三中「第三十九条に規 

 定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活におけ 

 る活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四 

 号）第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募 

 集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項 

 の相談及び援助の実施状況について報告を求めること 

 ができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届 

 出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体 

 に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を 

 提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法 

 について指導することにより、当該募集の効果的かつ適 

 切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定によ 

 り一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主 

 又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対し 

 て、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しく 

 は公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に 

 実施されるように相談その他の援助の実施に努めるも 

 のとする。 

    第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそ 

 れらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」と 

 いう。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計 

 画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主 

 が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関す 

 る取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。） 

 を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定 

 めるものとする。 

 一 計画期間 

 二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組 

  の実施により達成しようとする目標 

 三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の 

  推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更 

 しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、 

 採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務 

 年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に 

 占める女性職員の割合その他のその事務及び事業にお 

 ける女性の職業生活における活躍に関する状況を把握 

 し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善  

 すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、 

 これを定めなければならない。この場合において、前項  

 第二号の目標については、採用する職員に占める女性職 

 員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤 
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 務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

 その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更 

 したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための 

 措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更 

 したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動 

 計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければなら 

 ない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実 

 施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標 

 を達成するよう努めなければならない。 

    第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労 

 働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営 

 もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業にお 

 ける女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる  

 情報を定期的に公表しなければならない。 

 一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対 

  する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

 二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両 

  立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令 

 で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと 

 する女性の職業選択に資するよう、その事業における女  

 性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる 

 情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよ 

 う努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところによ 

 り、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択 

 に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生 

 活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公 

 表しなければならない。 

 一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職 

  業生活に関する機会の提供に関する実績 

 二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立 

  に資する勤務環境の整備に関する実績 

   第四章 女性の職業生活における活躍を推進する 

       ための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進す 

 るため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援そ 

 の他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進 

 するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又 

 は営もうとする女性及びその家族その他の関係者から 

 の相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助 

 言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一 

 部を、その事務を適切に実施することができるものとし 

 て内閣府令で定める基準に適合する者に委託すること 

 ができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は 

 当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事  

 務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に 

 関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財 

 政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとす 

 る。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に 

 資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その 

 他の特別の法律によって設立された法人であって政令 

 で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、 

 予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例 

 認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍 

 に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進 

 に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項に 

 おいて「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の  

 増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主 

 等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施する 

 ように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活にお 

 ける活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、か  

 つ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うも 

 のとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に 

 関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生 

 活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収 

 集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職 

 業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行 

 う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関 

 係機関」という。）は、第二十二条第一項の規定により 

 国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共 

 団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活 

 における活躍の推進に有用な情報を活用することによ 

 り、当該区域において女性の職業生活における活躍の推  

 進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるように 

 するため、関係機関により構成される協議会（以下「協 

 議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区 

 域内において第二十二条第三項の規定による事務の委 

 託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会 

 の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めると 

 きは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えること 

 ができる。 

 一 一般事業主の団体又はその連合団体 

 二 学識経験者 

 三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項 

 において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図る 

 ことにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用 

 な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとと 

 もに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍 

 の推進に関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内  
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 閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければ 

 ならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事 

 務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務 

 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及 

 び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要が 

 あると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業 

 主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主で 

 ある同条第七項に規定する一般事業主に対して、報告を 

 求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定によ 

 る公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一項 

 に規定する一般事業主又は第二十条第二項に規定する 

 情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは 

 特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する一 

 般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合にお 

 いて、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、 

 その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十 

 五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労働 

 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、そ 

 の一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実 

 施のため必要な事項は、政令で定める。 

第六章 罰則 

 第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安 

 定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令 

 に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の 

 懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以 

 下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らし 

  た者 

 二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以 

 下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

 一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働 

  者の募集に従事した者 

 二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三 

  十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 

 三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三 

  十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万 

 円以下の罰金に処する。 

 一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する場 

  合を含む。）の規定に違反した者 

 二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五 

  十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告   

  をした者 

 三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五 

  十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、 

  妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、 

  若しくは虚偽の陳述をした者 

 四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五 

  十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、 

 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 

 第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたとき 

 は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、 

 各本条の罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽 

 の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

 附 則 抄 

省 略 
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入間市男女共同参画推進条例 

平成 22年条例第 1号 

男女共同参画社会基本法は、男女が互いにその人権を尊

重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個

性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社

会の形成についての基本理念を明らかにし、その方向性を

示しています。 

入間市においては、平成 9年の「いるま男女共生プラン」

の策定を始めとして、「男女共同参画都市」の宣言、入間

市男女共同参画推進センターの開設など、様々な取り組み

を着実に進めています。 

しかし、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく

社会慣行は依然として根強く、男女が個人として対等に尊

重され、互いに認め合う平等な地域社会を実現するには、

多くの課題が残されています。また、少子高齢化、国際化、

情報化等、多様な社会の変化により、男女共同参画社会の

実現に向けたより一層の努力が求められています。 

ここに、私たちは、男女がともにのびやかに、その人らし

く生きることのできる平和を愛する香り豊かな緑の文化

都市を目指して、その基本理念を明らかにし、市、市民及

び事業者等が手を携えて男女共同参画を推進するため、こ

の条例を制定します。 

第 1章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、市における男女共同参画の推進に

関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者等の責務を

明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する市

の施策の基本的な事項を定めることにより、当該施策を

総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の

実現に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に

政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号の機会に係る男女間の格差

を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれ

か一方に対し、当該機会を積極的に提供することをい

う。 

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に対す

る相手方の対応によって不利益を与え、又は性的な言

動により相手方の生活環境を害することをいう。 

(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者その他親

密な関係にある者(過去に配偶者であった者その他親

密な関係にあった者を含む。)からの身体的暴力又は

精神的、性的若しくは経済的に苦痛を与える言動をい

う。 

(5) 市民 市内に住所を有する者、市内の事務所又は

事業所に勤務する者及び市内の学校に在学する者を

いう。 

(6) 事業者等 営利又は非営利の別にかかわらず、市

内において事業活動を行う個人、法人及び市民活動団

体その他の団体をいう。 

(基本理念) 

第 3 条 男女共同参画の推進は、次に掲げる基本理念に

基づき行わなければならない。 

(1) 一人ひとりが互いを大切にし、男女の個人として

の尊厳が重んじられること、男女が性別による差別的

取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮

する機会が確保されることその他の男女の人権が尊

重されること。 

(2) 性別による固定的な役割分担意識に基づく制度又

は慣行を見直し、一人ひとりが多様な生き方を選択で

きること。 

(3) 男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野

における活動の方針の立案及び決定に共同して参画

する機会が確保されること。 

(4) 家族を構成する男女が、互いの協力と社会の支援

の下に、家庭生活における活動とその他の活動が両立

できること。 

(5) 国際社会における取組を十分理解して行われるこ

と。 

(市の責務) 

第 4 条 市は、前条の基本理念に基づき、男女共同参画

の推進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を

有する。 

2 市は、男女共同参画の推進に当たり、市民及び事業者

等と協力し、かつ、連携を図るよう努めなければならな

い。 

3 市は、男女共同参画の推進に当たり、国及び他の地方

公共団体と協力し、かつ、連携を図るものとする。 

(市民の責務) 

第 5 条 市民は、男女共同参画についての理解を深め、

あらゆる分野における活動への男女の平等な参画の機

会を確保するなど男女共同参画の推進に取り組むよう

努めるものとする。 

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施

策に協力するよう努めるものとする。 

(事業者等の責務) 

第 6 条 事業者等は、事業活動を行うに当たって、雇用

及び活動における男女の平等な機会と待遇を確保する

など男女共同参画の推進に取り組むよう努めるものと

する。 

2 事業者等は、事業活動を行うに当たって、仕事と家庭

生活の調和のとれた職場環境を整備するよう努めるも

のとする。 

3 事業者等は、市が実施する男女共同参画の推進に関す

る施策に協力するよう努めるものとする。 

(性別による権利侵害の禁止) 

第 7 条 何人も、いかなる場においても、性別による差

別的取扱いをしてはならない。 

2 何人も、いかなる場においても、セクシュアル・ハラ

スメントを行ってはならない。 

3 何人も、いかなる場においても、ドメスティック・バ

イオレンスを行ってはならない。 

(公衆に表示する情報に関する留意) 

第 8 条 何人も、公衆に表示する情報において、性別に

よる固定的な役割分担及び男女間の暴力等を助長し、又

は連想させる表現並びに過度の性的な表現を行わない

よう努めなければならない。 

第 2章 基本的施策等 

(基本的施策) 

第 9 条 市は、男女共同参画の推進に関し、次に掲げる
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基本的施策を行うものとする。 

(1) あらゆる分野における活動において、男女間に参

画する機会の格差が生じている場合は、市民及び事業

者等と協力し、積極的改善措置が講じられるよう努め

ること。 

(2) 政策、方針等の意思決定過程における男女共同参

画を推進するため、必要な措置を講じること。 

(3) 学校教育その他のあらゆる分野の教育における男

女共同参画を推進するため、必要な措置を講じること。 

(4) 家族を構成する男女が家庭生活の活動とその他の

活動を両立することができるように必要な支援を行

うこと。 

(5) セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・

バイオレンスその他の権利侵害に当たる行為の防止

に努めるとともに、これらの被害を受けた者に対し、

必要な支援を行うこと。 

(6) 市民及び事業者等に対し、性別による固定的な役

割分担及び男女間の暴力等を助長し、又は連想させる

表現並びに過度の性的な表現を用いないよう理解及

び協力を求めていくこと。 

(7) 男女共同参画に関する調査研究を行い、市民及び

事業者等に対して情報の提供を行うこと。 

(8) 男女共同参画の推進に関する施策に対する市民及

び事業者等の理解を深めるために、広報活動の充実を

図ること。 

(9) 男女共同参画の推進に資する人材を育成し、及び

その積極的な活用を図ること。 

(基本計画) 

第 10条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下

「基本計画」という。)を策定するものとする。 

2 市長は、基本計画を策定するに当たっては、市民及び

事業者等の意見が反映されるよう必要な措置を講じる

とともに、第 15条の入間市男女共同参画審議会の意見

を聴かなければならない。 

3 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを

公表するものとする。 

4 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

(年次報告) 

第 11条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施

策の実施状況を明らかにする報告書を作成し、及び公表

するものとする。 

(施策の推進体制の整備) 

第 12条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を推進

するために必要な体制を整備するものとする。 

(意見等の申出) 

第 13条 市民及び事業者等は、市が実施する男女共同参

画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響

を及ぼすと認められる施策に関し、意見等を市長に申し

出ることができる。 

2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、関係機関と

連携し、これに適切に対応するものとする。 

(拠点施設) 

第 14 条 市は、入間市男女共同参画推進センター(入間

市男女共同参画推進センター条例(平成 15 年条例第

33号)に基づき設置された施設をいう。)を拠点として、

男女共同参画の推進に関する施策を推進するものとす

る。 

第 3章 入間市男女共同参画審議会 

(審議会の設置) 

第 15条 男女共同参画の推進に資するため、入間市男女

共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第 16条 審議会は、市長の諮問に応じて、基本計画に関

する事項その他男女共同参画の推進に関する重要事項

について調査審議する。 

(組織) 

第 17条 審議会は、委員 15人以内をもって組織し、知

識経験者のうちから市長が委嘱する。 

(任期) 

第 18条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨

げない。 

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第 19条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選

により定める。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、

その職務を代理する。 

(会議) 

第 20条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長と

なる。 

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を

開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。 

(庶務) 

第 21条 審議会の庶務は、市民生活部人権推進課におい

て処理する。 

第 4章 雑則 

(委任) 

第 22 条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

(入間市女性問題協議会条例の廃止) 

2 入間市女性問題協議会条例(平成 4年条例第 21号)は、

廃止する。 

(経過措置) 

3 この条例の施行の際現に定められている「第 2次いる

ま男女共同参画プラン」は、第 10条の規定により策定

された基本計画とみなす。 

(入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部改正) 

4 入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償等に関する条例(昭和 31年条例第 28号)の一部を

次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成 23年条例第 9号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 2８年条例第 27号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 29年 4月 1日から施行する。 
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入間市男女共同参画推進センター条例 
平成 15年入間市条例第 33号 

最終改正：令和３年入間市条例第 24号 

 （設置） 

第１条 男女が、互いにその人権を尊重し、責任を分かち

合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発

揮できる男女共同参画社会の形成に向けた施策を推進

するため、男女共同参画推進センターを設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 男女共同参画推進センターの名称及び位置は、次

のとおりとする。 

名称 位置 

入間市男女共同参

画推進センター 

入間市豊岡四丁目 2 番

2号 

 （施設） 

第３条 入間市男女共同参画推進センター（以下「センタ

ー」という。）の施設は、別表のとおりとする。 

 （業務） 

第４条 センターは、男女共同参画社会の形成に係る次の

業務を行う。 

(1) 講座、研修及び啓発に関すること。 

(2) 相談に関すること。 

(3) 交流の促進及び市民活動の支援に関すること。 

(4) 情報の収集及び提供に関すること。 

(5) 会議室その他設備の提供に関すること。 

(6) その他必要な事業 

 （職員） 

第５条 センターに所長その他必要な職員を置く。 

 （休所日） 

第６条 センターの休所日は、12月 29日から翌年の１

月３日までの日とする。ただし、市長が必要と認めると

きは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることが

できる。 

 （開所時間） 

第７条 センターの開所時間は、午前９時から午後９時

30分までとする。ただし、市長がセンターの管理上必

要があると認めるときは、これを変更することができる。 

 （使用者の範囲） 

第８条 センターの会議室及び設備（以下「会議室等」と

いう。）を使用できる者は、次のとおりとする。 

(1) 市内又は所沢市、飯能市若しくは狭山市において

男女共同参画を推進する団体 

(2) 公用で使用する者 

(3) その他市長が特に認める者 

 （使用の許可） 

第９条 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ市

長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変

更しようとするときも、同様とする。 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、センターの

管理上必要な条件を付することができる。 

 （許可の取消） 

第 10条 市長は、前条の許可を受けた者（以下「使用者」

という。）が次の各号の一に該当するときは、当該許可

を取り消すことができる。この場合において、使用者が

損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。 

(1) 許可申請に偽りがあったとき。 

(2) 会議室等を損傷するおそれがあると認められる

とき。 

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した

とき。 

(4) その他センターの管理上支障があると認められ

るとき。 

 （使用料） 

第 11条 センターの施設及び設備（以下「施設等」とい

う。）の使用料は、無料とする。 

 （原状回復） 

第 12 条 使用者は、会議室等の使用が終わったときは、

速やかに当該会議室等を原状に復し、かつ清掃をしなけ

ればならない。また、第 10条の規定により会議室等の

使用の許可を取り消されたときも、同様とする。 

 （損害賠償） 

第 13 条 自己の責めに帰すべき理由により施設等を破

損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又は市長

が相当と認める額を賠償しなければならない。 

 （委任） 

第 14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で

定める。 

   附 則 

 この条例は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

   附 則(平成 31年条例第 4号) 

1 この条例は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

2 改正後の規定は、平成 31 年 4 月 1 日以後に使用又

は利用の申請のあったものについて適用し、同日前に使

用又は利用の申請のあったものについては、なお従前の

例による。 

   附 則(令和 3年条例第 24号) 

 この条例は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

別表(第 3条関係) 

(令 3条例 24・一部改正) 

施設名 

会議室、こども室（授乳コーナーを含む。）、 

資料閲覧室、相談室 1、相談室 2、相談室 3 
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 用語 解説 

あ行 
イクボス／ 

イクボス宣言 

「イクボス」とは、部下・スタッフのワーク・ライフ・バランスを考

え、その人のキャリアと人生を応援しながら組織の業績向上を

達成し、自らも仕事と私生活を楽しむ上司のことをいいます。 

 入間市では、誰もがいきいきと働き、住みやすさが実感でき

るまちを目指し、平成 29年 10月 15日に、市内企業・団体と

共同で「いるまイクボス共同宣言」を行いました。 

LGBT 

 

LGBT とは、レズビアン（Lesbian）、ゲイ（Gay）、バイセクシャ

ル（Bisexual）、トランスジェンダー（Transgender）の頭文

字をとって作られた言葉です。性のあり方が多数派とは異なる

面がある人々のことを総称して性的少数者（性的マイノリティ、

セクシュアル・マイノリティ）といわれることもあります。 

 

レズビアン 同性を好きになる女性 

ゲイ 同性を好きになる男性 

バイセクシャル 同性も異性も好きになる人 

トランスジェンダー 出生時に割り当てられた性と自認す

る性が異なる人 
 

エンパワーメント 

一人ひとりが本来持っている力を発揮し、自らの意思決定によ

り主体的に行動することによって状況を変える力をつけること

をいいます。 

か行 
慣習 

一定の社会で定着した、伝統的な行動様式、ならわしをいいま

す。 

さ行 
JKビジネス 

女子高校生等を商品化し、性を売り物とするビジネスです。安

全であるかのようなアルバイトを装い、実際には同意のないま

ま性的なサービスをさせられたり、ストーカー被害に遭ったりす

ることもあります。 

ジェンダー 

社会や文化が求める男性像や女性像と一致する態度、感情、行

動のことです。「男らしさ」「女らしさ」といった言葉で表現され

ることもあります。 

持続可能な社会 
将来の世代が必要とするものを損なうことなく、現在の世代の

欲求も満足させるような開発が行われた社会をいいます。 

社会通念 
社会一般的に支持されている常識や習慣、見解や大多数の人

が「当たり前」と思う事柄をいいます。 

社会的弱者 

社会の中で比較した際に、著しく不利な状況や不利益な状態に

置かれる個人や集団をさします。ここでは、高齢者・障害者・児

童・女性・少数者・貧困層などの意味で用いています。 

性別役割分担意識 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」というように、男

性、女性という性別を理由として役割を分ける考え方のことを

いいます。 

セーフティネット 

「安全網」と訳され、網の目のように救済策を張ることで、全体

に対して安全や安心を提供するための仕組み、社会保障制度を

いいます。 
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 用語 解説 
た行 

多様性 

ダイバーシティとも表記され、直訳すると「幅広く性質の異なる

ものが存在すること」「相違点」という意味があります。ここで

は、性別、年齢、価値観、ライフスタイル、障害の有無などあらゆ

ることは、個人によってさまざまであるという意味で用いてい

ます。 

テレワーク 

勤務形態の一種で、インターネットなどの通信を活用して時間

や場所の制約を受けずに、柔軟に働く形態をいいます。新型コ

ロナウイルス感染症の拡大に伴い、急速に導入が進みました。 

な行 
ニュー・ノーマル 

直訳すると「新しい日常」です。社会に大きな変化が起こり、変

化が起こる以前とは同じ姿に戻ることができず、新たな常識が

定着することいいます。新型コロナウイルス感染症防止では「新

しい生活様式」としても用いられています。 

は行 
フードパントリー 

ひとり親家庭や生活困窮者など、さまざまな理由で食品や日用

品の入手が困難な方に対して、食品や日用品を無料で提供する

支援活動をいいます。 

フレックスタイム制 
労働者自身が、あらかじめ決められた総労働時間の範囲内で、

始業や終業の時間を自由に決めて働ける制度です。 

包括的な社会 

「包括的」には「全体をつつみこんでいるさま」という意味があ

り、全体を包み込む社会、つまり誰もが排除されず取り残され

ず、全員が社会に参画する機会を持つことをいいます。「インク

ルーシブな社会」と表現されることもあります。 

ら行 
ライフステージ 

年齢にともなって変化する生活段階のことをいい、ここでは節

目となる生活環境の段階（結婚、出産・育児、家族の介護など）

の意味で用いています。 

リベンジポルノ 

元交際相手などが、振られた腹いせなど復讐を目的に、交際時

に撮影した性的な写真・動画などを、本人の同意なくインターネ

ット上で公開する嫌がらせ行為をいいます。 

わ行 
ワーク・ライフ・バラ

ンス 

「仕事と生活の調和」の意味で、仕事、家庭生活、地域生活、個人

の自己啓発など、様々な活動について、自ら希望するバランス

で展開できる状態であることをいいます。   
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年 度 月 内             容 

令和２年度 

（2020） 

６月 市民意識調査（6/1～6/25） 

７月 
男女共同参画審議会（7/16） 

・諮問：プランの基本方針について 

１１月 

男女共同参画審議会（11/19） 

・今後の進め方について 

・草案部会の設置について 

・次期プランに関する意見について 

３月 

男女共同参画審議会 草案部会会議（3/9） 

・プランの基本的な考え方 

・プランの体系について 

男女共同参画審議会 草案部会会議（3/25） 

・プランの基本的な考え方 

・プランの体系について 

令和３年度 

（2021） 

５月 

男女共同参画審議会（5/20） 

・プランの基本的な考え方（案）について 

・プランの体系（案）について 

６月 
男女共同参画推進スタッフ会議（6/23）  

・プランにおける各課の事業取組（案）について 

７月 

男女共同参画審議会（7/8） 

・プランの基本的な考え方について検討・決定 

・プランの体系（案）について検討・決定 

・プランの内容（案）の構成について検討 

１０月 

男女共同参画推進スタッフ会議（10/7）  

・プラン（素案）の確認について 

男女共同参画審議会（10/28） 

・プラン（素案）の決定について 

・プランの参考資料について 

１２月 
第５次いるま男女共同参画プラン（素案）パブリック・コメ

ント（12/13～1/11） 

１月 

男女共同参画審議会（1/27） 

・プランの答申について 

・プラン（素案）の決定について 

２月 答申（2/21）  
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入間市男女共同参画審議会委員名簿 
 

                （令和２年度～令和３年度在籍者 敬称略・順不同） 

選出区分 委員氏名 任 期 職 備 考 

知識経験者 

関根 靖光 ２.7.1～４.6.30 会長 
東京家政大学名誉教授 

プラン草案部会委員 

小林  由利 ２.7.1～４.6.30 副会長 
社会保険労務士 

プラン草案部会委員 

今泉 大二郎 ２.7.1～４.6.30 委員 入間市校長会 

大澤  雅之 ２.7.1～４.6.30 委員 
入間市工業会 

プラン草案部会委員 

粕谷  幹子 ２.7.1～４.6.30 〃 入間市商工会 

川名 千鶴子 ２.7.1～４.6.30 〃 

ＮＰＯ法人まちづくりサポー

トネット元気な入間 

プラン草案部会委員 

神崎  幸子 ２.7.1～４.6.30 〃 入間市国際交流協会 

木村  仁美 ２.7.1～４.6.30 〃 公募 

熊木 真知子 ２.7.1～４.6.30 〃 
公募 

プラン草案部会委員 

坂本  健介 ２.7.1～３.6.30 〃 

入間市ＰＴＡ連合会 

木内 正人 ３.7.1～４.6.30 〃 

野口  節子 ２.7.1～４.6.30 〃 入間市民間保育園園長会 

逸見  リカ ２.7.1～４.6.30 〃 
所沢人権擁護委員協議会入間

部会 

星野 ふみ子 ２.7.1～４.6.30 〃 
入間市民生委員・児童委員協

議会 

矢﨑  勝好 ２.7.1～４.6.30 〃 入間市連合区長会 

山川 さおり ２.7.1～４.6.30 〃 公募 
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入間市男女共同参画推進スタッフ会議（第７期）スタッフ名簿 
令和３年度 

（組織機構順 敬称略） 

 氏    名 役 職   所   属 

１  増田 裕太 主事 企画課 

２  星野 健司 主査 人事課 

３  町田 浩一 副主幹 自治文化課 

４  関根 智子 副主幹 交通防犯課 

５  遠山 賢太 主任 商工観光課 

６  大谷 綾子 主任 障害者支援課 

７  粕谷 淳子 副主幹 こども支援課 

８  今藤 明子 主査 地域保健課 

９  山﨑 元博 主任 危機管理課 

10  長澤 優代 主任 学校教育課 
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                               入人推発第１５６号 

令和２年７月１６日  

入間市男女共同参画審議会 

会長 関根 靖光 様 

 

 

入間市長  田中 龍夫           

第５次いるま男女共同参画プランの基本方針について（諮問）  入間市男女共同参画推進条例（平成２２年条例第１号）第１６条の規定に基づき、第５次い
るま男女共同参画プランの基本方針について、貴審議会の意見を求めます。 

 

諮問の趣旨  本市では、男女共同参画社会の実現に向けて、平成９年の「いるま男女共生プラン」の策定
を始めとして、男女共同参画都市宣言、男女共同参画推進センターの開設、入間市男女共同参

画推進条例の制定施行など、様々な取り組みを行ってまいりました。 

現在は、「第４次いるま男女共同参画プラン」に基づき、関連施策を推進し、あらゆる分野

において男女が個人として尊重され、性別に関わりなく、一人ひとりが個性と能力を十分発揮

し、対等な立場で参画するとともに責任を分かち合う男女共同参画宣言都市にふさわしい環境

づくりに向け、更なる取組みを進めています。 

現計画が令和３年度を終期としていることから、男女共同参画社会を取り巻く状況の変化を

踏まえ、「第５次いるま男女共同参画プラン」を策定するための基本方針について、ご審議頂

きたく諮問するものです。 
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    令和４年２月２１日  
入間市長  杉 島  理 一 郎 様   

入間市男女共同参画審議会 
会長 関 根 靖 光  

第５次いるま男女共同参画プランの基本方針について（答申）   
令和２年７月１６日付入人推発第１５６号で諮問のあったことについて、下記のとおり答申

します。  
記 

 

当審議会では、男女共同参画社会基本法（平成 11年法律第 78号）及び国の第５次男女共同

参画基本計画並びに入間市男女共同参画推進条例（平成 22 年条例第 1 号）を踏まえ、延べ６

回にわたり会議を開催し慎重に審議した結果、別添の「第５次いるま男女共同参画プラン」を

取りまとめました。 
なお、協議会として付帯意見を次のとおり提起しますので、事業推進に当たっては十分配慮

されるよう要望します。  
記 

 

付帯意見  １ 男女共同参画社会を実現するための拠点施設「男女共同参画推進センター」の周知につ   いて、一層努めていただきたい。  ２ 性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行の解消に向け、関係各課が連
携し、発展的な取り組みをお願いする。 

お、審議途中におけるパブリックコメントにより、市民からの意見を聴 
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